


はじめに

　このハンドブックは、これから社会人として活躍されようとしてい
るあなたへ、知っておいてほしい労働の基礎的・基本的な知識やルー
ルなどについてとりまとめたものです。昨年（2012 年）作成したも
のを活用していただいた皆さんの意見をもとに、さらに使いやすく改
訂したものです。これから先、働くことに対して「何かおかしいな
あ !?」「心配だなあ ...」というようなことが起こったときに開いて役
立てて下さい。

　一般財団法人鳥取県労働者福祉協議会が運営している鳥取県中小企
業労働相談所（愛称“みなくる”）には、「実際に働いたら条件が違っ
ていた」「賃金が決められた日に支払われない」「退職願を提出してと
言われた」「試用期間中は社会保険に入れないの ?」など、働いてい
る先輩方から職場で起こった“疑問や悩み , トラブル”の相談が数多
く寄せられています。

　あなたも将来、そうした“疑問や悩み , トラブル”に出くわし、時
には、働くことを辞めてしまいたいと思うことがあるかも知れません。
そんな時には決して一人で悩まないで、家族の方、職場 (労働組合 )
の方、学校の先生、相談機関などに相談して下さい。きっと解決する
ヒントは見つかります。あなたの周りには、あなたを応援してくれる
方がたくさんいるはずです。

　私たちは、あなたが若い力を存分に発揮し、活躍されることを心か
ら祈っています。

2013 年（平成 25年）11月　　
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若者への
エールの言葉

Ⅰ 働きはじめるとき

初心を忘れず

社会への第一歩　働くことの意味って何？

働く仲間にインタビュー①

城
き ど

戸 麻
ま り

里さん
会社名  鳥取市立病院（鳥取市）

入　社   2 年

主な業務内容
メディカルソーシャルワーカー
(患者さんやその家族が不安なく、安心して生活できるためのお手伝いをする
仕事 )

仕事で苦労したこと、うれしかったこと 仕事を通して得たもの、感じたこと

　患者さんとご家族の意見が違い、目標設定が決
まらない時や、分かりやすく伝えるためにはどの
ように説明したらよいか悩むこともあります。し
かし「相談してよかった」とか「ありがとう」と
言われた時は嬉しく、やりがいを感じます。

　人それぞれ考え方や価値観は違います。自分の
思いや考えで進めるのではなく、相手の思いを聴
き、受け入れ、相手の持っている力を信じ、引き
出すことで次のステップに繋

つな

がることを知りまし
た。人との関わりに無駄なことはなく、世代が違っ
ても得るものは多いです。

社会人前の後輩へアドバイス 今後の目標

　職場は一日の大半を過ごすところで、自分の思
い一つで楽しくも辛くもなります。仕事が楽しけ
れば人生も楽しくなりますよ。

　患者さんやご家族が安心した生活を送っていた
だくためには、様々な職種で構成されるチーム医
療が大切です。チームの一員として他職種・他機
関と連携し、サポートしていきたいです。

あなたは何のために働くのですか ?

生活
のため

自分の成長
のため

自立
するため

社会の役に
立つため

など

　何のために働くのかは人によってさまざまです。また、
長い人生の中でも働く目的は変化していきます。
　働いていると、仕事のことや人間関係で悩んだり、時
にはストレスを感じることもあります。でもそこであき
らめずに仕事を続けていれば、充実感や達成感など多く
の喜びが得られます。人間としても成長することができ
るでしょう。
　10年後のあなたは、どれだけ成長しているでしょうか?
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　職場では、年齢や性格の違う様々な人が、同じ目的のために協力し合い、刺
激し合いながら働いています。学生時代のように、気の合う人を選んで付き合
うということは出来ません。

○性格が合わなければ自己コントロール

　認め合うことが大切です。自分と違うタイプの人は、自分にない得意分野を
持っていると考えましょう。どうしても苦手なら、仕事だと割り切ることも大
切です。でもつらい時には、誰かに相談し , 気分転換をして、自己コントロー
ルを心がけてください。

職場の人間関係

自分が新しい仕事 (任務 ) についた時、ある先輩からの激
げきれい

励の言葉でした。
惰
だ せ い

性を感じた時、行き詰りそうな時、初心の気持ちを思い返すことで、新
しんせん

鮮な気持ちが活性化します。

働く仲間にインタビュー②

森
もりおか

岡 雅
ま さ と

人さん
会社名　ホンダカーズ鳥取株式会社 (鳥取市 )

入　社    4 年

主な業務内容
新車の営業販売

入社した動機は ? 会社に入って苦労したこと、うれしかったこと

　少しでも自分の好きなことを仕事にしたいと思
い入社した。またいろんな人と話をすることが面
白く、話しをすることにより自分自身が成長する
ような気がする。

　自分のミスでお客様の信用を落とした時、逃げも
隠れもせず、素直に謝り、気にかけながらもその後
も粘り強く通い続けたら、車を購入してくれた。半
ばあきらめていただけに、本当にうれしかった。

社会人の大変さは? 社会人前の後輩へアドバイス

　相手に合わせたコミュニケーションを要求され
ること。また会社の看板を背負っており、自分が
言ったことには責任を持たないといけない。全て
の行動が自分だけでは完結しないので、チームワー
クの大切さを実感している。

　自分を管理できる能力を身につけておくとよい
(情報整理、計画を立て実行し、自分自身をコント
ロールできる能力 )。計画と実行したことがうまく
いった時は、成果もでて、達成感を得ることがで
きる。
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若者への
エールの言葉

　一人が遅れると仕事全体が
進みません。行き詰

つ

まったら
一人で抱えず、周りに相談し
ましょう。また、自分の出来
ることは何か、常に気にかけ
仕事に取り組んでください。

　　仕事はチームプレー。
　　個人の力では限界があります。

チームワークの重要性

天職探しよりも、今の現実を好きになろう！

謙
け ん き ょ

虚な気持ちと
相手を気づかう

思いやり
を心

こころ

掛
か

けて !

働く仲間にインタビュー③

松
まつばら

原 小
こ な み

波さん
会社名　鳥取ダイハツ販売株式会社 ( 米子市 )

入　社   1 年

主な業務内容
自動車整備士、自動車の整備・点検

この仕事を選んだ理由 会社に入って苦労したこと、うれしかったこと

　祖父や父が車の整備の仕事をしていたので、幼
いころから興味があった。今まで勉強してきたこ
とを活かしたサービス業をしたかったので、整備
士になりました。

　女性の整備士ということで、お客様から信頼し
てもらうのに苦労しました。信頼を得るために、
丁寧な接客をはじめ、正確な作業や知識の取得な
どを心がけている。結果、お客様から褒

ほめ

められたり、
応援して下さる声を聞くと、苦労が報

むく

われ、とて
も嬉しい。

社会人になって変わったことは? 社会人前の後輩へアドバイス

　苦手なことや初めてすることにも、果
か か ん

敢にチャ
レンジするようになった。見ているだけでは出来
ないし、覚えられないので、何度も繰り返しやっ
てコツをつかんでいった。日々成長していること
を感じる。

　自分の良い所 ( 長所 ) を見付けて下さい。自分
に自信を持って長所を伸ばしていけば、やりたい
ことも見つかると思います。自信のない短所も改
善し、長所につなげていってください。きっとい
つか認めてもらえると思います。

⇒関連参考ページ（p16;『社会人基礎力』を意識して働こう!）
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　会社には、正社員だけでなく、パートやアルバイトなどさまざまな働き方が
あります。労働法では、働き方の違いに関係なく、みんな同じ「労働者」です。
　労働法は、『労働者全員』に適用されるのです。

幸せな生き方をしようと好きな仕事や自分にあった仕事を探す（天職）が、それ以上に大切なことは、好きにな
ろうと努力して働くことだよ。

いざとなれば法律は頼りになるが、知らなければ自分を守れない。
さぁ、これから一緒に勉強しよう !

法律は働く人の味方です

労働者って？

正社員　　パート　　アルバイト

　契約社員　　　派
は

遣
け ん

労働者

みんな同じ労働者
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若者への
エールの言葉

さまざまな働き方

嘆
な げ

くだけでは解決しないから、声を上げよう！

正　社　員

　正規雇用で会社に雇われた労働者のこと。「会社員」や「社員」ともいう。
期間の定めがなく、常用の雇用。

契 約 社 員

　会社などに一定期間だけ採用される労働者のこと (有期労働契約 )。正社員
と同様のフルタイム勤務を求められる場合が多い。「期間社員」や「期間従業員」
「嘱

しょくたく

託社員」「非常勤社員」ともいう。

派遣労働者

　雇用関係にある派遣会社から派遣され、
派遣先の指揮命令下で働く労働者のこと。

パートタイム労働者

　その会社で働く通常の労働者 (正社員 )
より労働時間が短い働き方の労働者のこと。
短時間労働者ともいう。

アルバイト (臨
り ん じ こ よ う し ゃ

時雇用者 )

　臨時的に雇用され、通常の労働者よりも労働時間が短い、あるいは労働日数
が少ない労働者のこと。

雇
用
関
係

労
務
提
供

賃
金
支
払
い

指
揮
命
令

労働者派遣契約

（実際に働く会社）（派遣会社）

派 遣 元 派 遣 先

労 働 者

私が事業主？！ 労働者じゃないの？

残業手当もない、保険もない。
契約書をみると、『業

ぎょうむいたくけいやく

務委託契約』になっていた。この働き方って何？

個人事業主として扱われる可能性があり、
　　その場合は労働法の適用を受けません。

業務委託・請
うけおい

負
　個人で仕事を請

うけ

負
お

う働き方。請け負った仕事の完成に対して報
ほうしゅう

酬が支払われる。
労働時間の拘束がなく自由。仕事の進め方や時間管理等は全て自分の責任になる。
原則、雇用保険や労災保険には加入できない。
　（例）保険外交員、電気やガスの集金員、大工や左官の一人親方、委託販売　等

えっ！
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まず、行動すること。行動のないところには何も生まれないし、反省のしようもない。

さまざまな働き方と待遇の違い

正社員 契約社員 派遣労働者 パートタイム労働者
アルバイト

（臨
りん

時
じ

雇
こ

用
よう

者
しゃ

）

給
料 月給制 月給制、日給制、時間給の場合もある 日給制や時間給

労
働
条
件

フルタイム勤務
一般的に昇給があ
り、ボーナスや退
職金等も支払われ
る

フルタイム勤務を
求められることが
多い
昇給がない場合が
多い
ボーナスや退職金
は支給されない場
合が多い

派遣形態によりさ
まざま
昇給がない場合が
多い
ボーナスや退職金
は支給されない場
合が多い

短時間勤務
昇給がない場合が
多い
ボーナスや退職金
は支給されない場
合が多い

短期間の雇用が多
い
昇給がない場合が
多い
ボーナスや退職金
は支給されない場
合が多い

労
働
期
間
の
定
め

期間の定め
なし

期間の定め
あり

ある場合やない場
合等さまざま

期間の定め
あり

社
会
保
険

健
康
保
険

加入
1日または 1週間の所定労働時間及び 1ヵ月の労働日数が、その職場で働く正社
員の概ね 4分の 3以上である労働者は加入

保険料は労働者・使用者ともに負担厚
生
年
金

労
働
保
険

雇
用
保
険

加入
週 20時間以上で 31日以上の雇用見込みがある労働者は加入

保険料は労働者・使用者ともに負担

労
災
保
険

労働者は要件に関係なく、全員加入
保険料は全額使用者が負担

税
金 税金がかかる 給料が少ないと税金がかからない

※表は一般的な形態として記載しています。
※税金は所得税や住民税のことです⇒関連参考ページ (p20; 賃金からの控除～税金・社会保険料～ )

Ⅰ 

働
き
は
じ
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と
き
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若者への
エールの言葉 信

し ん ぎ せ い じ つ

義誠実

「働きます」「賃金を支払います」
　　　　　  を約束 ( 合意 ) する ⇒ 労働契約が成立労働契約とは?

合意

労務の提供

労働契約成立

賃金を支払う賃金を支払う

労働基準法など

労働条件通知書
労働者 使用者

…………
…………
…………

労働契約成立

働
き
ま
す

賃
金
を

支
払
い
ま
す

働くときの約束事は？　　労働契約

労働契約を締
て い け つ

結すると義務と権利が発生します

☆労働力を提供するだけではなく、会社の一員としてベストを尽
つ

くすことが大切です。

労
ろ う

務
む

提供
法律・就

しゅうぎょう

業規則・
時間を守る　など

義　務
賃金、休日・休暇、
福利厚生、安全な
職場環境、労働保
険、社会保険など

権　利
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権利の行
こ う し

使および義務の履
り こ う

行は、信義に従い誠実に行う。社会人の行動規
き は ん

範として相
ふ さ わ

応しい言葉です。

　使用者が労働者を雇用
する時には、労働条件を
明示することが義務付け
られています。
(労働基準法第 15条 )

契約が成立したら
労働条件を書面でもらおう！

※ 有期労働契約の更新の有無
についてはp9参照

※モデル様式 (p51 ～ 54)

　求人募集広告や求人票に書かれている条件が、その
ままあなたの労働条件になるわけではないんだよ。
　後でトラブルにならないよう、書面で確認しよう !

労働条件通知書 ( 雇用契約書 )

①労働契約の期間
②有期労働契約を更新する場合の基準 (※ )

③勤務場所
④仕事の内容に関する事項
⑤始業・終業時刻
⑥所定労働時間を超える労働の有無
⑦休憩時間、休日・休暇
⑧賃金の決定・計算・支払い方法等
⑨退職に関する事項 (解雇の事由を含む )

労働条件通知書に明示しなければならない項目

口約束はトラブルのもと。
働く条件を書面で確認し、誤解がないようにしよう !

書 面 で
明示すべき事項です

注意

 ( 労働基準法第 16条～第 18条 )

禁止
労働契約には以下のような条件をつけてはいけません !
例 ●途中で退職したり、会社に損害を与えたら、
　 　○○万円支払うこと
　 ●会社に借金がある場合は、返済するまで働くこと
　 ●正社員になった人は毎月△万円の積立貯金をすること

Ⅰ 

働
き
は
じ
め
る
と
き
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エールの言葉

▲
契約締結

▲
更新

▲
更新

▲
更新

▲
更新

▲
更新

▲
転換

労働条件
通知書

（1年目）

有期労働契約(6か月・1年等の期間雇用)のルールが変わりました
̶ 2013年（平成25年）4月1日からスタート ̶

①労働条件通知書 (雇用契約書 )に「更新の有無」と「判断基準」
の明示が義務化 ( 労働基準法第 15条 )

②無期労働契約への転換 ( 労働契約法第 18条 )

　有期労働契約を結んだ時、更新するかどうか (更新の有無 )を明示し、
「更新する場合がある」とした時は、その判断基準も明示することが義務付け
られました。

　有期労働契約が通算 5年を超えて繰り返し更新された場合は、労働者の申
込みにより、無期労働契約に転換します。
■無期転換の例 (1 年契約を更新して 5年超となるケース )

労働条件通知書（雇用契約書）は
大切に保管しておこう！

判断基準の明示例
・契約期間満了時の業務量により判断する
・労働者の勤務成績、態度、能力により判断する
・従事している業務の進捗状況により判断する
・会社の経営状況により判断する   など

更新の有無(例)
・自動的に更新する
・更新する場合がある
・契約の更新はしない

※p51 ～ 54 のモデル様式参照

無期転換の注意点
①2013年(平成25年)4月1日以降に契約したものが対象
②契約が途切れていれば、通算されないことがあります(クーリング期間)。
③無期労働契約は、正社員とは限りません。
④申込みをするかどうかは労働者の自由。

労働条件
通知書
（2年目）

労働条件
通知書

（3年目）

労働条件
通知書

（4年目）

労働条件
通知書
（5年目）

1年 1年 1年 1年 1年 1年 無期労働契約

通算契約期間5年 この期間に労働者から申込み

ピカソの言葉「絵の具がなければパステルで、それもなければクレヨンで、ク
レヨンもなければ鉛筆で、裸で牢

ろうごく

獄に入れられたら指につばを吐いて壁に描く」
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　　　「成功曲線」って？

～ 目標はすべて“成功曲線”を描いて達成していく ～

　「成功曲線」とは、下図のような曲線のことです。
　絶えず努力に見合った成果が上がるわけではない。

始めのうちは失敗と見直しの繰り返しで、なかなか成果が上がらないものです。
　しかし、あるとき急に成果が上がり始めます。

作 :経営コンサルタント石原明さん
『成功曲線を描こう』（石原明著 /一世出版）より

現実

イメージ

目標達成

ギャップ
（不安）

時間→

↑
成
功
度

ノウハウを積み重ねる（勉強）

ここまでは自助努力しかな
いので、誰もみていない

人はここからしか
見ていない

長い時間を要する

何かにチャレンジする時、この「成功曲線」を思い出してください。
最初はなかなか成果が上がらないことを知っていれば、

途中であきらめずに続けるパワーが出てくると思いますよ。

どうやっても描く ! 描くことが生きること ! エネルギーが湧き上がってくる言葉です。

Ⅰ 

働
き
は
じ
め
る
と
き
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若者への
エールの言葉

こ
う
い
う
決
ま
り
に

な
っ
て
い
る
の
ね

120％の力ではなく80％の気持ちで！

　労働者が守らなければならない就業上の規律・職場の秩序・労働条件につい
て具体的に定めたルールのことです。
　常時 10人以上 ( パート・アルバイトも含む )の労働者がいる職場には作成
義務があります (労働基準法第 89条 )。
　10 人未満の職場には作成義務はありませんが、会社のルールなので作成し
ている職場もあります。働く前に確認してみましょう !
　また就業規則は、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付ける等
の方法により労働者に周知しなければなりません (労働基準法第 106 条 )。

休
む
と
き
の

決
ま
り
も
あ

る
の
ね

懲ち
ょ
う
か
い戒
っ
て

な
に
？

通
勤
手
当
や
退
職
金

が
あ
る
の
ね

会社のルールって？　　就業規則

就
しゅうぎょうきそく

業規則とは?
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もちろん成長するためには無理をすることも大切だけど、いつもではなく、普段は少し力を抜いて、ここぞとい
う時にアクセル全開で頑張って！

　就業規則には、賃金や休暇等の労働条件に関するこ
とや、ルール違反をした時の制

せいさい

裁 ( 懲
ちょうばつ

罰規定 )、退職
や解雇する時の決まり等、会社で働く時に守らなけれ
ばならないことが書かれているんだよ。会社で働く時
には、必ず就業規則を確認してから働くようにしよう !

就業規則を確認して、
ルールに従

したが

った働き方をしよう！

①始業・終業時刻、休憩時間、休
日、休暇に関すること

②賃金の決定、計算方法、支払い
方法、支払い時期、昇給に関す
ること

③退職に関すること（解雇の事由を含む）

⇒懲
ち ょ う か い か い こ

戒解雇事由のほか、普通解雇事
由についても具体的に列挙する

※この他、退職手当、賞
しょうよ

与 ( ボーナ
ス )等に関する事項の定めがある
場合には、記載が必要 !

( 労働時間、休憩時間 )
第○条　始業・終業時刻及び休憩時間
は、次のとおりとする。

始業時刻 /午前 8時 30分
終業時刻 /午後 5時 30分
休憩時間 /正午から午後 1時まで
　所定労働時間は、1週間につい
て 40 時間、1 日については 8 時
間とする。

(休日 )
第○条　休日は次のとおりとする。
(1) 土曜日および日曜日
(2) 国民の祝日 ( 日曜と重なった時は

翌日 )
(3) 年末年始 (12 月○日～ 1月○日 )
(4) 夏季休暇 (○月○日～○月○日 )
２ 業務の都合により会社が必要と認

める場合は、あらかじめ前項の休
日を他の日と振り替えることがあ
る。

就業規則の表記例

就業規則に明示しなければならない項目
Ⅰ 

働
き
は
じ
め
る
と
き
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若者への
エールの言葉

　国・事業主・労働者
がそれぞれ保険料を負
担し、労働者やその家
族（被

ひ

扶
ふ よ う

養者）の病気
やけが , 失業 , 老後の
生活などに備え、助け
合う制度です。

社会保険制度とは?

「なぜ失敗したのか」ではなく「どう成功したか」が大切

保険の種類

健康保険
労働者やその
家族が業務外
の理由で、病
気やけがをした時や出産し
た時、亡くなった時に給付
される。

厚生年金保険
労働者の老後
の生活保障や、
現役時代に病
気やけがをして障がいが
残った時 , 亡くなった時に
給付される。

雇用保険
労働者が失業
した時、次の
仕事を見つけ
るまでの生活保障として一
定期間、給付される（失業
給付）。また育児休業等で
雇用を継続する時、教育訓
練を受講した時にも給付さ
れる。

労災保険
労働者が業務
上の理由や通
勤途中にけが
や病気をした時に、またそ
れが原因で障がいが残った
り、亡くなった時に給付さ
れる。

安心して働くための　　 社会保険制度

風邪を引いたとき、
けがをしたとき

年を取ったとき、
病気やけがをして
障がいが残ったと
き

会社を辞めたとき

仕事中にけがを
したとき
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成功体験を大切に !

社会保険制度の一覧
事業所の
加入基準

保険に入る人
（被保険者要件）

保険料
負　担

個人が保管し
ておくもの　 問合せ窓口

常時従業員 5
人以上の個人
事業所とすべ
ての法人事業
所は加入義務
あり

1日または1週 
の所定労働時 
間及び1ヵ月 
の労働日数が、
その職場で働
く労働者の概
ね 4 分の 3 以
上である方

事業主と
労働者が
負担

(保険料は 
給料から
差し引か
れます )

健康保険証 全国健康保険
協会
(協会けんぽ )

or
会社が加入する 
健康保険組合

年金手帳

（青色）

年金事務所

労働者を一人
でも雇ってい
れば加入義務
あり

週20時間以上 
で 31 日以上
の雇用見込み
がある方

雇用保険
被保険者証

公共職業安定所
(ハローワーク )

全ての労働者
( パート、アル
バイトも含む )

事業主が
全額負担 なし 労働基準監督署

試用期間中で
も要件に該当
すれば勤務開
始日から被保
険者です

※自営業・公務員他は、保険の名称や取り扱いが異なります。
※事業所の加入基準や被保険者要件には例外もあります。

Ⅰ 

働
き
は
じ
め
る
と
き
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若者への
エールの言葉 腐

く さ

るな！熟
じゅく

せ！

公的年金制度は
　　老後だけの安心制度ではありません

　公的年金制度は、若い時、不
ふ

慮
りょ

の事故や病気等で身体
に障がいが残り、働けなくなった時の生活保障としての
役割もあるんだよ !
　「将来に希望が持てないから保険料を払わない」とか
「私は長生きしないから」といった理由で保険料を納め
ていないと、いざという時に大変なことになるよ !
　また、どうしても払えない場合は、市町村役場に相談
しよう !

公的年金制度のしくみ
　公的年金は、日本国内に住んでいるすべての 20歳以上 60 歳未満の人が加
入する国民年金 (基礎年金 )がベースとなっており、その上に民間企業の労働
者等が加入する厚

こうせい

生年金保険や公務員等が加入する共
きょうさい

済年金で構成されていま
す (2 階建てのしくみ )。

第 1号被保険者……日本国内に住んでいる 20歳以上 60歳未満の農業・漁業・商業等の自営業の
人および学生等

第 2号被保険者……厚生年金（会社員）、共済組合（公務員等）の加入者
 ※第 2号被保険者は、国民年金に自動的に加入しています。

第 3号被保険者……厚生年金、共済組合の加入者に扶
ふ よ う

養されている 20歳以上 60歳未満の配
は い ぐ う し ゃ

偶者

国民年金
（基礎年金）

国民年金
（基礎年金）

国民年金
（基礎年金）

国民年金
（基礎年金）

厚
こうせい

生年金 共
きょうさい

済年金
自営業・学生等

会社員 公務員

第2号の被
ひふようはいぐうしゃ

扶養配偶者

第1号被保険者 第2号被保険者 第3号被保険者

上乗せ年金
（2階）

基 礎 年 金
（1階）
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考え方次第で物事は良くも悪くもなるよ！

　　『社会人基礎力』を
　　　　　　意識して働こう !

　社会人には「基礎学力」「専門知識」に加え、それらをうまく活用
していくための「社会人基礎力」が求められています。
　社会人基礎力には 3つの能力と 12の要素があります。

（経済産業省ホームページより抜粋）

Ⅰ 

働
き
は
じ
め
る
と
き

前に踏み出す能力

Action
考え抜く能力

Thinking

チームで働く能力

Teamwork

一歩前に踏み出し、失敗しても
粘り強く取り組む力 疑問を持ち、考え抜く力

社会人基礎力
主体性 
物事に進んで取り組む力

働きかけ力 
他人に働きかけ巻き込む力
実行力 
目的を設定し確実に行動する力

課題発見力
現状を分析し目的や課題を
明らかにする力
計画力
課題の解決に向けたプロセ
スを明らかにし準備する力
創造力 
新しい価値を生み出す力

発　信　力 自分の意見をわかりやすく伝える力

傾　聴　力 相手の意見を丁寧に聴く力

柔　軟　性 意見の違いや立場の違いを理解する力

情況把握力 自分と周囲の人々や物事との関係性を理解する力

規　律　性 社会のルールや人との約束を守る力

ストレスコントロール力 ストレスの発生源に対応する力

多様な人々とともに、目標に向けて協力する力
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若者への
エールの言葉

Ⅱ 働いているとき

　会社で働いたらその対価としてもらえるものが「賃金」です。給料・手当・
賞
しょうよ

与など、働いたことへの対
た い か

価として支払われるすべてのものをいいます。

就業規則の賃金規定を確認すること！

賞
与（
ボ
ー
ナ
ス
）

　

や
退
職
金
・

　

通
勤
手
当
は

　
　

ど
の
く
ら
い
？

身近に尊敬できる人を見つけよう !

　働いた対価としてもらう給料は最低賃金 (P18 参照 ) を
下回ってはいけないんだ。一方、昇給や賞与(ボーナス ),
退職金 , 各種諸手当等は、法律上の義務はなく、会社が
自由に決めることができるので全くない会社もあるよ。
就業規則等で確認をしておこう !

　給料は？　　　賃　金

賃
金
っ
て

一
体
い
く
ら

も
ら
え
る
の
？
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尊敬できる人が身近にいると、その人の影響をビシビシ受けて、仕事に対するモチベーションが格段に違ってき
ます。

賃金支払いの５原則（労働基準法第 24条）

最低賃金制度（最低賃金法第 4条）

　すべての労働者の賃金は最低賃金を下回ってはいけません。

鳥取県(地域別)の最低賃金は2013年（平成25年）10月25日～

1時間あたり664円
毎年10月頃に改定され、各都道府県で最低賃金額は異なります。

　賃金の支払いには 5つのルールがあります。

労働者会  社

支払う

最
低
賃
金

①通貨で
②直接労働者に
③全額を
④毎月 1回以上
⑤一定期日に

Ⅱ 

働
い
て
い
る
と
き
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若者への
エールの言葉

出勤日数 有給日数 欠勤日数 残業時間 深夜残業時間休日残業時間 欠勤時間数

21 日 0日 0日 8時間 0時間 0時間 0時間

給料を受け取ったら
明細書を必ず確認しよう！

（所得税法第 231 条）

※１　所得税は、賃金から社会保険料と通勤手当を差し引いた額を、源泉徴収税額表「月額表」に照ら
し合わせた額となります。

※２　住民税は、前年（1月～ 12月）の所得に対して課税されるので、働き始めた年の翌年の 6月か
ら給料より控除されます。

 上記保険料率については 2013 年（平成 25年）9月現在

会
社
に
よ
り
異
な
り
ま
す

一
定
の
額
を
超
え
る
と
引
か
れ
ま
す

会
社
に
よ
り
異
な
り
ま
す

苦しくなったら、ひと呼吸！

給料支給明細書（例）
2013年（平成25年）10月　　　　　　　　　　　みなくる太郎　様　

支　　給　　額 控　　除　　額

基 本 給 150,000

法
定
控
除

社
会
保
険
料

健康保険料 7,984

勤 務 地 手 当 厚生年金保険料 13,696

役 職 手 当 雇用保険料 819

家 族 手 当 税
金

所 得 税 ※ 1 2,550

住 宅 手 当 住 民 税 ※ 2

通 勤 手 当 4,800 法
定
外
控
除

組 合 費

時 間 外 手 当 8,928 互 助 会 費

支払額計（Ａ） 163,728 控 除 額 計（ Ｂ ） 25,049

差　引　支　給　額（Ａ－Ｂ） 138,679

備　考

　労働者が会社のモノを壊したり、紛
ふ ん し つ

失させたりした場
合、会社から損

そんがいばいしょう

害賠償を請求されることもある。だけど、
給料から勝手に差引くことはできないんだよ。労働者が
損害の全額を負担する必要はない。給料は給料として全
額もらい、損害額（弁

べ ん し ょ う ひ よ う

償費用）についてはきちんと話し
合い、納得できる金額を支払うことにしよう！

注意
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　通常、毎月の賃金 (給料 ) から、社会保
険料 ( 健康保険料、厚生年金保険料、雇
用保険料 )と税金 ( 所得税、住民税 )が差
し引かれます。これを法

ほ う て い こ う じ ょ が く

定控除額と言い、
会社を通じてそれぞれ納められます。

◆ 所得税 ◆

　所得税とは国に納める税金の 1つで、1年間 (1 月 1 日から 12 月
31 日 ) に得た個人の所得 ( 賃金等 ) に対してかかる税金です。毎月
の賃金や賞与 ( ボーナス ) から所得税が引かれることを「源

げん

泉
せん

徴
ちょう

収
しゅう

」
といいます。
　毎月の賃金から控除された額はあくまで見込み額であり、その年
の賃金総額が確定する 12月の賃金支払い時に精算されます。これが
「年

ね ん ま つ ち ょ う せ い

末調整」です。

◆ 住民税 ◆

　住民税は、『県民税』と呼ばれる県に納める税金と、『市 (又は町村 )
民税』と呼ばれる市又は町村に納める税金の2種類のことをいいます。
　住民税は、前年の所得に課税されるので、学校を卒業してはじめて
働いた方は、働いた年の翌年 6月の賃金から控除されます。

“社会保険料”については、本冊子のP13～ P15を参照

深呼吸して気分転換。ひとりじゃないよ。まわりをみて！応援してくれる人がいるから。

　働いて得た賃金から税金を納めることは社会人としての義務
です。また社会保険制度へ加入することは、これから安心して
暮らしていくための大切な支えとなります。

賃金（給与）からの控除
～税金・社会保険料～

もらえる額

税金

（組合費）
（親睦会費）

社会
保険料 Ⅱ 

働
い
て
い
る
と
き



21
若者への
エールの言葉

　使用者の指揮命令のもとで働く時間のことで、休憩時間を除いた始業時から
終業時までの時間のことをいいます。

法定労働時間（労働基準法第 32条）

法律で決められた労働時間

原則  1日8時間  1週40時間  を超えてはいけない
特例により、1週44時間が認められている業種もあります

労働時間とは?

所定労働時間

労働契約や就業規則等で定められた労働時間のこと
　　　　　　　例)9時～17時までの労働契約(所定労働時間7時間、休憩1時間)

人の情を知ることが、人生を豊かにする

今
日
は
忙
し
い
か
ら

　
　
　
　

残
業
し
て
ね

え
っ
！
！

ま
だ
帰
れ
な
い
の
…

残
業
代
つ
き
ま
す
か
？

　働く時間は？　　 労働時間
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人とのかかわりの中で、生きる喜びを感じ取ろう！

　使用者は、1日 8時間を超えて労働者を働かせる場合や休日労働をさせ
る場合には、あらかじめ労働者の代表※と書面で『時間外労働に関する協
定 ( 通称 ;3

サブロク

6 協定 )』( 労
ろうしきょうてい

使協定 ) を結んで、所
しょかつ

轄の労働基準監督署長に
届け出ておかなくてはなりません。

※労働者の代表とは
　労働者の過半数を代表する労働組
合がある場合には、その労働組合、
ない場合は事業所の労働者 (正規、
非正規は問わない )の過半数を代表
する者

サービス残業は違法です！！

法定労働時間を超
こ

えて働く時のルール
（労働基準法第 36条）

時間外労働の限度基準

　3
サブロク

6 協定を結んだから、いく
らでも働かせることができる訳
ではなく、時間外労働にも限度
基準があるよ !

変形労働時間制の場合は多少異なります。

期　間 限度時間

1週間 15時間
2週間 27時間
4週間 43時間
1か月 45時間
2か月 81時間
3か月 120 時間
1年間 360 時間

　サービス残業とは、時間外の労働に対してその賃金
が支払われないことをいう。サービス残業は長時間労
働を招

まね

くため、過
か ろ う し

労死や過
か ろ う じ さ つ

労自殺 , その前段階でうつ
病や精

せいしんしっかん

神疾患を発症する原因となることもあるので、
注意するんだよ !
　自分で労働時間を記録する習慣を身につけておく
と、どれだけ働いているのかチェックもできるよ。長
時間労働を防ぐよう心がけよう！

Ⅱ 

働
い
て
い
る
と
き
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若者への
エールの言葉

　　　これって労働時間？
　作業前の準備や後始末、教育・研修会への参加
など、労働時間なのかどうか判断が難しいケース
があります。
　会社の指

し き め い れ い

揮命令下に置かれているかどうか、参
加が義務づけられているかどうかなど、その時の
状況によって判断することとなります。

割増賃金（労働基準法第 37条）

　時間外、休日及び深夜に労働させた場合は、法律で定められた割増賃金を支
払われなければなりません。

　割増賃金　割増率

　　時間外労働　　　　　　　　　　　　　　２５％以上
　　休日労働（法定休日のこと→P26参照）　　　３５％以上
　　深夜労働（午後10時～翌朝5時）　　　　２５％以上
　　時間外労働が深夜に及んだ場合　　　　　５０％以上
　　休日労働が深夜に及んだ場合　　　　　　６０％以上

※中小企業を除き、１か月に 60時間を超える時間外労働については、割増率が 50％以上になります。

【相談窓口】労働局、労働基準監督署p43、44

失敗した時は、まず今どうすべきかを考えよう
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休日労働時間（12時間）

法定内労働（8時間） 法定外労働

深夜残業

休日労働 休日深夜労働

休日労働 休日深夜労働

9：00 22：00 24：00

基本時給

休日労働割増　35％割増

基本時給

深夜割増
25％割増

時間

時給

1,600円

1,350円

1,000円

勤務時間・時給は
例示です

時間外（法定外休日）労働の割増賃金率
所定労働時間が朝9時から夕方17時（休憩1時間）、時給1,000円で働い
た場合

例1

会社や個人に
よって

法定休日は
異なります

反省と後悔は時間があるときに思う存分するとして、とりあえず今の対応を考えよう！

基本時給

所定労働時間（7時間）

法定内労働（8時間） 法定外労働

残業 8時間超残業 深夜残業

9：00 17：00 18：00 22：00

勤務時間・時給は
例示です

8時間超割増　25％割増

深夜割増
25％割増

基本時給基本時給基本
時給

時給

時間

1,500円

1,250円

1,000円

法定休日労働の割増賃金率
休日の朝9時から夜24時（休憩1時間）まで働いた場合

例2

Ⅱ 

働
い
て
い
る
と
き
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若者への
エールの言葉

　単に作業に従事しない手待時間を含
まず、労働者が心身の疲労を回復する
ための時間です。
　また、休憩時間は労働から完全に解
放され、自由に利用することができる
時間のことです。

休憩時間とは?

いい加減が、好い加減

1日の労働時間が
 6時間を超える場合 8時間を超える場合
 ⇒45分以上の休憩 ⇒60分以上の休憩

を与えなければなりません（労働基準法第34条）

休みってあるの？　休憩・休日・有給休暇

8 時間超
6時間超

45
分

60
分

休憩時間の使い方
　休憩時間は、『外出』『読書』『メールや電話をする』など
労働者が自由に使うことができます。

ただし、会社によっては、外出するとき、
届け出制や許可制にしている場合がある
ので、あらかじめ確認しておこう !

外
出
し
ま
す

帰
り
ま
し
た
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　　　休業手当って？
「仕事がないから、明日から 1週
間休み」と言われたのですが、お
給料はどうなるのですか ?
 

　所定労働日に会社の都合で休業させられた場
合、会社はその休業日に対して平均賃金の 60%
以上の手当 (休業手当 )を保障しなければなりま
せん。

『いい加減』という言葉には「おおざっぱな」や「無責任」という意味もありますが、ここでは、ちょうど好い
ほどほどの加減のことをいいます。少し肩の力を抜いて物事に取り組んでみてはどうですか ?

労働契約において「労働義務のない日」のことです。

◆法定休日◆ ( 労働基準法第 35条 )

　法律で定めている休日のこと。
　1 週に 1日 または 4 週間を通じて 4日 の休日が義務。

◆代  休◆
　振替えるべき日を特定されずに休日に労働し、後日休みをとること。
　( 休日労働扱いとなる )

◆振替休日◆
　あらかじめ定められた休日を変更
し、別の日に休日を与えること。
　( 休日労働扱いにならない )

◆その他の休日・特別休暇◆
　会社が独自に定める休日や休暇
　(年末年始、夏

か き

季休業、慶
けいちょう

弔休暇など )

休日とは?

①就業規則に振替休日を規定
② 4週 4 日の休日を確保したうえ
で、振替え日を特定

③遅くとも前日までに本人に予告

振替休日が行われる場合の要件

( 労働基準法第 26条 )

Ⅱ 

働
い
て
い
る
と
き
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若者への
エールの言葉

　年次有給休暇のことをいい、労
働者の心身のリフレッシュを目的
とした休暇のことです。所定労働
日に賃金をもらいながら休むこと
ができ、要件を満たした労働者に
与えられます。(労働基準法第 39条 )

　有給休暇は「年休」や「有休」とも言う。

有給休暇とは?

一生懸命がんばった後には、自分にご褒
ほ う び

美を!

6 か月継続勤務している かつ

全労働日の 8割以上出勤している

　付与要件

①事前に取得する日を指定

②労働者から請求

③ 1日単位での取得
　会社によっては半日単位や時間
単位の取得も認めている

④残った年休は、翌年に
限って繰り越し可能

6か月
勤務

8割以上
出 勤

おめでとう！！
有給休暇10日間

入 社

来
週
は
有
休
で

　
　
休
み
ま
す

え
っ
？〝
有
休
〞っ
て

　
　

何
で
す
か
？

　取得方法
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無理をすることは成長に繋
つな

がる。しかし、張り詰めているといつか切れてしまいます。ほんの小さなことでいい
んです (例 大好きなケーキを食べる とか )。

　週所定労働日数が５日以上 または 週所定労働時間が 30時間以上の労働者

継続勤務
年　　数 6か月 1年

6か月
2年
6か月

3年
6か月

4年
6か月

5年
6か月

6年
6か月以上

付与日数 10日 11日 12日 14 日 16 日 18 日 20日

　週所定労働日数が４日以下 かつ 週所定労働時間が 30時間未満の労働者

週
所
定

労
働
日
数

１
年
間
の
所

定
労
働
日
数

継続勤務年数

6か月 1年
6か月

2年
6か月

3年
6か月

4年
6か月

5年
6か月

6年
6か月以上

付
与
日
数

4 日 169～
216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15 日

3日 121～
168日 ５日 ６日 ６日 ８日 ９日 10日 11日

2日 73～
120日 ３日 ４日 ４日 ５日 ６日 ６日 ７日

1日 48～
７２日 １日 ２日 ２日 ２日 ３日 ３日 ３日

有給休暇の付
ふ よ

与日数（労働基準法第 39条）

① パートやアルバイトも、要件を満たせば取れるんだよ
② 仕事の都合を考えて早めに上司に申し出よう！
③ 取得理由は言わなくてもいいんだよ
④ 休暇の前後には、上司・同僚にきちんとあいさつをしよう !

　有給休暇を取得する時のポイント

パ
ー
ト
に
も〝
有
休
〞っ
て

　

あ
る
ん
で
す
よ
ね
？

私
も〝
有
休
〞取
り
ま
す
！

来
週
の
水
曜
日
、

〝
有
休
〞で
休
み
ま
す

Ⅱ 

働
い
て
い
る
と
き
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若者への
エールの言葉 失敗したっていいじゃない。明日があるさ。

◆産前産後休業（産休）（労働基準法第 65条）

　出産前後に仕事を休める制度で、産前は 6週間 (双
子以上は産前 14週間 )、産後は 8週間休業できます。

◆育児時間（労働基準法第 67条）

　子どもが 1歳になるまでは、授乳・育児などのために 1日 2回各々少なく
とも 30分ずつの育児時間を請求することができます。

◆生理休暇 ( 労働基準法第 68条 )

　生理日に仕事をすることが困難な場合に休める休暇です。

女性労働者の母性保護

仕事と家庭両立のための制度

出産手当金
　法律で定められた産休中 ( 産前 42 日産後 56 日 ) の生活を支える
ための給付で、仕事に復帰するママのための制度です。

標準報酬日額× 3分の 2×産休日数分

出産育児一時金 (家族出産育児一時金 ) 
　妊娠や出産では健康保険が使えないため、全額自己負担になります。
まとまった支出となる出産費用の一部を助成してくれる制度です。
　　◎ 産科医療補償制度に加入する病院等 .........原則 42 万円 
　　◎ 上記以外の病院 .........................................原則 39 万円

【問合せ窓口】協会けんぽ　健康保険組合

　傷
しょう

病
びょう

手当金 ～病気やけがで働けない場合～
　「休日にレジャーで骨折した」とか「切

せっぱくりゅうざん

迫流産で入院する
こととなった」など、私傷病により働くことができない時があります。会
社を中長期間休むと給料がなくなり、生活が困

こんきゅう

窮してきます。そんな時、
健康保険の被保険者であれば、傷病手当金の給付制度が活用できます。

標準報酬日額× 3分の 2×休業日数分 (上限 1年 6カ月 )

【相談窓口】労働局雇用均等室　p43、44参照

【問合せ窓口】健康保険組合　協会けんぽ
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失敗は誰にもつきもの。次への糧
かて

にすればいい。くよくよしないで、前を向いて行きましょう。

◆育児休業（育休）（育児介護休業法第 5条～第 9条の 2）

　1歳に満たない子を養育するために一定期間休業
できる制度で、母親・父親どちらでも希望する期間
を休業できます。( 保育所に入れない等の理由があ
れば 1歳 6か月まで休業の延長可能 )。父母が両方
とも休業すれば最大 1歳 2か月まで延長可能。

育児・介護休業

◆介護休業（育児介護休業法第 11条～第 15条）

　要介護状態にある家族を介護するために、対象家族 1人につき、要介護状
態に至るごとに 1回、通算して 93日まで、休業することができる制度。

育児休業給付金
　雇用保険の被保険者が、育児休業を取得して賃金が一定水準を下
回った場合に支給されます。

休業開始時の賃金日額×支給日数× 50%
【問合せ窓口】ハローワーク

◆子の看護休暇（育児介護休業法第 6条の 2～ 3）

　病気・けがをした小学校就学前の子の看護のための休暇。子が 1人であれ
ば年 5日、2人以上であれば年 10日まで取得可能。

介護休業給付金
　雇用保険の被保険者が、介護休業を取得して賃金が一定水準を下
回った場合に支給されます。

休業開始時の賃金日額×支給日数× 40%
【問合せ窓口】ハローワーク

【相談窓口】労働局雇用均等室　p43、44参照

　 休業・休暇を取得する時のポイント
①労働者の方から取得したいことを申し出ること。
②取得要件やその日の扱い (有給・無給 )については
会社の就業規則で確認しておこう !

Ⅱ 

働
い
て
い
る
と
き
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若者への
エールの言葉

　労働者自らの生活を守るために、労働条件について使用者と交渉し、その団
体行動を行うために自主的に組織された団体のことです。
　会社ごとの従業員で構成される「企業別組合」や、会社や職種に関係なく労
働者が個人で入れる労働組合もあります。

労働組合とは?

労働組合の役割（憲法第28条、労働組合法第1条）

　労働条件・賃金・雇用などの問題を労働者一人ひとりがバラバラに会社へ要
求しても、なかなか改善には結びつきません。それに、労働者が一人で会社に
要求するにはとても勇気がいることです。労働組合があれば、職場の様々な問
題を会社側と対等な立場で交渉する権利が保障されます。

苦労は買ってでる。

労　働　組　合

団体交渉

対等な立場で

使用者

労働条件を良くしてください

働く人のための　　労働組合
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我が国の未来は君たちにかかっている。挫折するな。

(憲法第 28条、労働組合法第 2条 )

団体交渉権
使用者側と
交渉する権利

団体行動権
団体で行動を
行う権利
（ストライキなど）

　団結権
労働者が
団結する権利

労働者の3つの権利

　不当労働行為とは、労働組合の正当な活動に対して、使
用者が不当な圧力や妨害をする行為をいい、これを法律で
禁止しています。
　例えば、「労働組合員であること」「労働組合を結成しよ
うとしたこと」などを理由とした解雇や、正当な理由なく
団体交渉を拒否することなどが該当します。（労働組合法第 7条）

　不
ふ と う ろ う ど う こ う い

当労働行為の禁止

会社の中で困ったことがあったら
労働組合に相談しよう！

Ⅱ 

働
い
て
い
る
と
き
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若者への
エールの言葉

　セクシュアルハラスメント
の略。「性的な嫌がらせ」のこ
とで、相手の意に反した性的
な性質の言動を行い、それに
よって、その労働者が労働条
件などの面で不利益な扱いを
受けたり、働く環境を害され
たりすることをいいます。

セクハラは個人だけの問題ではなく、人権問題・職場環境の問題として捉
と ら

える
ようにしましょう !

「些
ささいな

細な会話」「コミュニケーション」と思っても、相手によっては不快に感じ
ることがあるので注意しましょう！

セクハラとは?

セクハラ防止対策は使用者の義務です! 

え
え
っ
と…結

婚
、結
婚
っ
て

い
い
加
減
に
し
て

ほ
し
い
わ

可
愛
い
服
だ
ね
。

今
日
は
デ
ー
ト
？

そ
ろ
そ
ろ
結
婚
？

もしセクハラの被害にあったら
① 相手に「NO!」の意思を示す。
② セクハラの言動を記録に残す。
③ 記録をもとに、気持ちの整理をする。
④ 信頼できる人に相談する。
⑤ 社内の苦情処理窓口やセクハラ相談窓口に
　 相談する。
⑥ 外部の機関に相談する。

職場での嫌がらせって？　セクハラ・パワハラ

【相談窓口】労働局雇用均等室p43、44参照

「ありがとう」と「ごめんなさい」は、一刻も早く相手に伝えましょう

（男女雇用機会均等法第11条）
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特に謝ることは先送りしないこと。1日、2日と先送りするとウソが入ってしまう。その時、とりあえず相手に
伝えることによって、新鮮な気持ちが伝わります。後々のコミュニケーションもうまくいきますよ。

　パワーハラスメントの略。同じ職場で働く者に
対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の
優
ゆ う い せ い

位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神
的・身体的苦痛を与え、職場環境を悪化させること
をいいます。
　例 )暴行、暴言、仲間外し、無視、仕事を与えない など

　ただし、業務上必要な指示や注意を不快に感じても、「業

務の適正な範囲」内であれば、パワハラには当たりません。

パワハラとは?

パワハラと思われる言動などで辛くなったら
①どんな言動があるのか、記録やメモを残しておこう。
②誰かに、自分の悩みを相談しよう !
　家族・友人・同僚・労働組合・信頼できる上司・相談機関など
③体調が悪い場合は、早めに医療機関を受診しよう
　身体症状や睡眠障害など体調面で不調があれば、医療機関へ受診しよう

会
社
に
行
き
た
く
な
い
…

　
　
　

退
職
し
よ
う
か
な
…

【相談窓口】労働局総合労働相談コーナー　みなくる
　　　　　　会社に組合があれば労働組合　p43、44参照

部下 上司

同僚 同僚

上司からの行為だけが
パワハラではありません。

部下と上司の場合

これって
パワハラかも

同僚同士の場合

Ⅱ 

働
い
て
い
る
と
き
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Ⅲ 会社を辞めるとき・辞めさせられるとき

昨日、先月、去年、できなかったことができた自分はスゴイ！
と自分を称

た た

えてみよう！

辞め方の種類

 自己都合退職

労働者の意志に
基づくもの

 合　意　退　職

労働者と使用者の合意に基づ
くもの。労使お互いが合意す
れば、即日退職も可能

 普　通　解　雇

労働契約を継続していくこと
に困難な事情があり、やむを
得ず行う解雇
(例 : 心身の故障、職務能力の不足等、

労働者の責によるもの )

 整　理　解　雇

人員整理などの経営上の事由
による解雇

 懲
ちょう

　戒
か い

　解　雇

労働者の重大な規則違反に対して、使用者
が労働者を制裁する目的で行う解雇
(例 : 刑法上の犯罪を犯す、職場風紀を乱す、重大な経

歴詐称等 )

 契約期間満了

期間の定めのある労働契約の
期間が満了すること

 定年・自動退職

就業規則などで定められた期
間が到来したことによるもの
(例 : 休職期間満了、労働者の死亡等 )

退　職
労働者から辞めるこ
とを申し出ること

解
か い

　雇
こ

使用者の意志で労働
契約を一方的に終了
させて、労働者を辞
めさせること

その他の退職

解雇のルールは
p37～38

退
たいしょくかんしょう

職勧奨
使用者が労働者に退職
を勧め、これに応じる
こと　　　参考 :P38

雇
やとい

止
ど

め
何度も繰り返していた
労働契約を、突然次の
契約更新を拒否し、期
間満了で終了すること

雇止めのルール
はp39

注意

注意

自己都合退職の
ルールはp36
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そう簡単に成長（成功）はできない。でも、できなかった事ができたことは自分でもわかる。その時すでに昨日
までの自分ではない。スゴイ！

就業規則を確認
　退職しようとする時は、就業規則や労働条件通知書
等で、退職に関するルールを確認すること。
　定められたルールで申し出ることが大切です。
例 )退職する時には、少なくとも 1か月前には、直属の上司へ退

職届を提出すること など

・職場で口論となり、次の日から出勤しない  
・メールで退職したいことを一方的に伝える 
・突然、「明日辞

や

めます !」と伝える   
・仕事の引継ぎをしない   

自分勝手な退職はルール違反！

　こんな退職はダメだよ！

会
社
を

辞
め
よ
う
か
な
…

　一般的に、労働者の個人的な事情により労働者の
側から辞めることを申し出る場合や、契約期間が到
来したときに辞めることをいいます。

退職とは?

退職のルール

退職のルール①

期間の定めがある有期労働契約の場合
　期間の定めのある有期労働契約は、やむを得ない理由 (病気や家庭の事情な
ど )がない限り、契約の途中で退職することはできません。

退職のルール②

少なくとも14日前までには提出！！
　民法では、退職 (解約 ) の申し
出の日から 2週間経過すること
によって、労働契約は終了しま
す (民法 627 条 )

２
週
間
前

　
　

提
出退

職
届

Ⅲ 

会
社
を
辞
め
る
と
き
・

 

辞
め
さ
せ
ら
れ
る
と
き
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若者への
エールの言葉 ピンチはチャンス!

　使用者の意志で労働契約を一方
的に終了させて、労働者を辞めさ
せることをいいます。

解
か い こ

雇とは?

①正当な理由が必要
　解雇は、客観的合理的な理由があり、社

し ゃ か い

会通
つ う

念
ね ん じ ょ う

上相当であると認められな
ければ、無効となる (労働契約法第 16条 )

②就業規則や労働条件通知書等に規定された解雇であること

③法律で禁止された解雇でないこと
①業務上のけがや休業期間及びその後 30日間 (労働基準法第 19条 )

②産前産後の休業期間及びその後 30日間 (労働基準法第 19条 )

③労働基準監督署へ申告したり、雇用均等室へ紛争解決の援助を求めたことを理由
とする解雇 (労働基準法第 104 条 )

④労働組合員であること等を理由とする解雇 (労働組合法第 7条 )

⑤労働者の性別を理由とする解雇（男女雇用均等法第 6条）

⑥女性労働者が結婚・妊娠・出産・産前産後の休業をしたことなどを理由とする解
雇（男女雇用均等法第 9条）

⑦育児・介護休業の申出をしたこと、育児・介護休業を取得したことを理由とする
解雇 (育児介護休業法第 10条・第 16条 )   など

解雇のルール

明
日
か
ら

　
　

来
る
な
！

30
日
分
の

解
雇
予
告
手
当
て
を

　
　
　
　

支
払
っ
て
！

解雇の注意点

◆整理解雇の場合◆
　経営上の理由からなされる解雇は整理解雇と
言われ、その時には 4つの要件を満たす必要
があるとされている。
　ただし、個別の状況においても判断される。

整理解雇の 4つの要件
①人員削減の必要性
②解雇の回

か い ひ

避努力
③人選の合理性
④解雇の手続きの妥当性



退
た い し ょ く か ん し ょ う

職勧奨　～「辞めてくれないか？」は要注意！～
　使用者が労働者に対して「辞めてく
れないか？」は退職を勧めることで、
『退

たいしょくかんしょう

職勧奨』といい、『解雇』とは違います。
　“辞める”“辞めない”は労働者の自由
です。
　安易に「はい、わかりました」とこた
えると、『自己都合退職』とされる場合が
あるので、慎重に対応しましょう！

悪いけど辞めて
　　くれないか？え

っ
！ 

あ
あ…

 

は
い…

困
っ
た
わ
、

ど
う
し
よ
う…

38
絶体絶命のピンチ ! のとき、少し深呼吸して冷静になってみよう。悪いことばかり考えるのではなく、チャンス
としてとらえ考えたら、ピンチから脱出できるヒントが見つかるかもしれませんよ !

　やむを得ず労働者を解雇する場合には、使用者は次のいずれかの手続きをと
らなければなりません。

① 30日以上前に解雇予告すること
②予告を行わない場合は、平均賃金の 30日
　分以上の解雇予告手当を支給すること

※予告期間が 30日未満の場合は、不足する日数分の解雇
　予告手当を支払う必要があります。

納得いかない解雇は早めにご相談を！
【相談窓口】みなくる、労働局、労働基準監督署 p43、44参照

解雇の手続き（労働基準法第20条）

　試
し よ う き か ん ち ゅ う

用期間中であって
も、14日を超えて引
き続き雇用されている
場合は、解雇の予告手
続きは必要です。
　（労働基準法第21条）

①解雇の理由を書面で確認すること
　『解雇理由証明書』をもらうこと

②就業規則を確認すること 
③信頼できる人に相談すること

「解雇だ！」と言われたら

Ⅲ 

会
社
を
辞
め
る
と
き
・

 

辞
め
さ
せ
ら
れ
る
と
き
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若者への
エールの言葉

え
っ
！！

　
　

雇
止
め
…

　
　
　
　

困
っ
た
な
ぁ
…

次
の
契
約
は

　
　
　

し
な
い
か
ら

「それでもなお」という言葉が君を磨き上げてくれる

　期間の定めのある労働契約 (有期
労働契約 )の更新を何度も繰り返し
ている場合に、会社から次の契約更
新を拒否され、期間満了することを
言います。

雇
やといど

止めとは?

　　　　　　　　　　　　雇止めの予告

　使用者は、右表の労働者に対して、
次の契約を更新しない場合、少なくと
も契約期間が満了する日の 30 日前ま
でに雇止めの予告を行うこと

雇止めのルール①

雇止めの理由の明示
　使用者は、雇止めの予告後に、労働者が雇止めの理由について証明書を請求
した場合は遅滞なく交付すること

雇止めのルール②

【相談窓口】みなくる、労働局、労働基準監督署 p43、44参照

①  労働条件通知書 (雇用契約書 )の内容を確認する
②  雇止めの理由を書面で確認しよう
③  『働き続けたい』のであれば、その意思を使用者
　　に伝えておこう

「次の契約更新はしない」と言われたら

　雇止めのルール　（有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準）

　あらかじめ契約更新しないことが明示され
ている場合は対象外

雇止めの予告が必要な労働者
●1年を超えて継続雇用している方
●3回以上労働契約が更新された方
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日常の仕事のなかで「それでもなお」を積み重ねることで、私たちは人間として成長していく。著者：佐々木常
夫さん「働く君に贈る 25の言葉」より引用（WAVE出版）

該当しない場合もありますので、お住まいの市町村役場や所轄する行政機関へお問い合わせください。

再就職先が未定の方は、自分で手続きを！

　　　　　　　　　退職時における手続き

退職前にすること

退職後の手続き

再就職先が未定の場合 再就職先が決まって
いる場合

雇
用
保
険
失
業
給
付

再
就
職
の
申
込
み

□ 雇用保険被保険者
証を準備する

□ 会社から離
りしょくひょう

職票を受け取って、
ハローワークで失業給付・再就
職の申込み手続き

□ 雇用保険被保険者
証を再就職先へ提
出（再就職先が手
続き）

医
療
保
険

□ 健康保険証を会社
へ返却（退職日）

□ 家族の扶
ふ よ う

養に入る
場合は、念のため
退職証明書を会社
から受取っておく

以下のいずれかを選択
□  国民健康保険 へ加入する場合

は市町村役場で手続き（14日以
内）

□  健康保険の任意継続 をする場
合は協会けんぽや前職の健康保
険組合で手続き（20日以内）

□  家族（社会保険の被保険者）の
扶養に入る場合 は、その家族の
会社を経由して手続き（5日以
内）

＊ 配偶者の場合は、年金の
第３号被保険者の手続き
も同時に行う

＊ 退職証明書もしくは離職
票のコピーを提出

□ 再就職先が手続き
し、後日健康保険
証を受取る

公
的
年
金

□ 年金手帳を準備す
る

□  国民年金（第１号被保険者）
の手続きは市町村役場（14日以
内）

□ 60歳以上の方で、 老
ろうれ い ね ん き ん

齢年金の給
付 手続きは年金事務所

□ 年金手帳を再就職
先へ提出（再就職
先が手続き）

所
得
税

□ 会社から源
げん

泉
せん

徴
ちょう

収
しゅう

票
ひょう

を受取る
□ 2月16日～3月15日の期間に住

所地を所轄する税務署で 確
かくて い

定申
しん

告
こく

□ 源泉徴収票を再就
職先へ提出し、再
就職先が年

ねんまつちょうせい

末調整
を行う

Ⅲ 

会
社
を
辞
め
る
と
き
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辞
め
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エールの言葉

　雇用保険の被保険者 ( 会社員など ) が会社を
辞めてしまった時に、新しい仕事を探し 1日も
早く再就職できるよう、失業中の生活を支える
ために支給される手当のことです。 
　しかし、会社を辞めた全ての被保険者がもら
えるわけではなく、受給するためには下記の要
件が必要です。

失業給付とは?

チャレンジ精神を持とう！
　～ちょっとだけ上をめざして～

①雇用保険の被保険者であった方
　離職した日以前の 2年間に、雇用保険の被保険者期間が 12か月以上（右表1）。
　ただし、倒

と う さ ん

産・解雇等によって突然離職を余
よ ぎ

儀なくされた場合は、離職した日
以前の 1年間に 6か月以上の被保険者期間があれば可（右表 2）。

②再就職の意思と能力があり

③ハローワークで求職の申込みをしている

失業給付の受給要件

1. 離職理由によっては給付日数が手厚くなったり、
給付の開始が遅くなる (給

き ゅ う ふ せ い げ ん

付制限※) こともある。
2. 離職票をもらったら、離職理由を確認すること。
3. 離職理由が異なっていたら、ハローワークに申
立てよう !

※給付制限：自分の都合で退職した場合などに、失業給付の支給が一時的に制限される
ことをいいます。

雇用保険の失業給付

【相談・問合せ窓口】ハローワークp43、44参照

　失業給付のポイント
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入社して間もない頃、難しい仕事を出してくる上司が「あなたにとって少しだけ難しい仕事をやってもらってい
るけど、将来きっと役に立つはず」と、その気持ちが嬉しくて、ほんの一歩ずつチャレンジしてきました。あれ
から数十年、わずかな一歩が大きな力となっています。

離職理由と失業給付日数

　雇用保険の失業給付は、離職の理由、離職の日の年齢および雇用された期間
等により決まります。

表 1 一般の離職者（表 2、表 3以外の全ての離職者。定年退職や自己の意志で離職した方）

被保険者であった期間 10 年未満 10年以上 20年以上

失 業 給 付 日 数 90日 120 日 150 日

表3 就職困難者（身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者の方等が含まれます。）

被保険者であった期間
離職時年齢 1年未満 1年以上

45歳以上 65歳未満 150 日 360 日

45 歳未満 150 日 300 日

表2 倒産･解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた方

被保険者であった
期間離職時年齢

1年未満 1年以上
5年未満

5年以上
10年未満

10年以上
20年未満 20年以上

30歳未満 90日 90日 120 日 180 日 －

30歳以上35歳未満 90日 90日 180 日 210 日 240 日

35歳以上45歳未満 90日 90日 180 日 240 日 270 日

45歳以上60歳未満 90日 180 日 240 日 270 日 330 日

60歳以上65歳未満 90日 150 日 180 日 210 日 240 日

Ⅲ 

会
社
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め
る
と
き
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Ⅳ 困りごと・悩み　相談窓口

ひとりで悩まず、
　　　　相談に行こう！

相談内容 問合せ先 所在地 電話番号

労働相談全般

鳥取県中小企業労働相談所 
（愛称：みなくる）

0120-451-783 
（みなくる鳥取につながります）

みなくる鳥取 鳥取市天神町30-5 
(鳥取県労働会館2階) 0857-25-3000

みなくる倉吉 倉吉市東昭和町286-2 
(中国労金倉吉支店2階) 0858-23-6131

みなくる米子 米子市東町189-2 
(西部労働者福祉会館2階) 0859-31-8785

労働相談 
 
個別労働紛争解
決制度

鳥取県労働委員会 
　労使ネットとっとり

鳥取市東町1-271 
(県庁第2庁舎7階) 0120-77-6010

総
合
労
働
相
談
コ
ー
ナ
ー

鳥取労働局
コーナー

鳥取市富安2丁目89-9 0857-22-7000

鳥取コーナー 鳥取市富安2丁目89-4 
(鳥取労働基準監督署内) 0857-24-3245

倉吉コーナー 倉吉市駄経寺町2-15 
(倉吉労働基準監督署内) 0858-22-5640

米子コーナー 米子市東町124-16 
(米子労働基準監督署内) 0859-34-2263

賃金、労働時間 
安全衛生 
労働災害、労災
保険等の労働基
準関係法令全般

鳥取労働基準監督署 鳥取市富安2-89-4 
(鳥取第一地方合同庁舎4階） 0857-24-3211

倉吉労働基準監督署 倉吉市駄経寺町2-15 
（倉吉地方合同庁舎3階） 0858-22-6274

米子労働基準監督署 米子市東町124-16 
（米子地方合同庁舎5階） 0859-34-2231

男女均等取扱い 
セクハラ 
育児・介護休業 
パート労働

鳥取労働局雇用均等室 鳥取市富安2丁目89-9 0857-29-1709

非正規労働の相談 非正規労働センター 
（連合鳥取内）

鳥取市天神町30-5 
（鳥取県労働会館３階） 0120-154-052

労働組合のある会社での 
労働問題全般 会社の労働組合
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相談内容 問合せ先 所在地 電話番号

職業紹介 
 
雇用保険

ハローワーク鳥取
（鳥取公共職業安定所）

鳥取市富安2-89 0857-23-2021

ハローワーク倉吉
（倉吉公共職業安定所）

倉吉市駄経寺町2-15 0858-23-8609

ハローワーク米子
（米子公共職業安定所）

米子市末広町311
（イオン米子駅前店ビル4階） 0859-33-3911

ハローワーク根雨出張所 日野郡日野町根雨349-1 0859-72-0065

職業紹介

鳥取県ふるさと 
　ハローワーク八頭

八頭郡八頭町郡家100 
（八頭総合事務所 別館内） 0858-76-7076

鳥取県ふるさと 
　ハローワーク境港

境港市上道町3000 
（境港市役所 別館内） 0859-44-1733

IJUターンの相談
企業情報の提供

（公財）ふるさと
鳥取県定住機構

鳥取市扇町7
（鳥取フコク生命駅前ビル1階） 0857-24-4740

若者の就職相談 
 
キャリア相談

とっとり若者仕事ぷらざ 鳥取市扇町7 
（鳥取フコク生命駅前ビル1階） 0857-36-4510

くらよし若者仕事ぷらざ 倉吉市山根557-1 
（パープルタウン2階） 0858-47-4510

よなご若者仕事ぷらざ 米子市末広町311
（イオン米子駅前店ビル4階） 0859-23-4510

厚生年金保険

鳥取年金事務所 鳥取市扇町176 0857-27-8311

倉吉年金事務所 倉吉市山根619-1 0858-26-5311

米子年金事務所 米子市西福原2-1-34 0859-34-6111

健康保険

全国健康保険協会 
鳥取支部（協会けんぽ）
倉吉・米子は年金事務所
内に窓口あり

鳥取市扇町58 
（ナカヤビル1階） 0857-25-0050

国民健康保険
国民年金 各市町村役場

労働問題・生活
全般の相談

ライフサポート
センターとっとり
（鳥取県労福協内）

鳥取市天神町30-5 
（鳥取県労働会館３階） 0120-82-5858

消費生活トラブル

県
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

東部消費生活相談室 鳥取市東町1-271
（県庁第2庁舎2階） 0857-26-7605

中部消費生活相談室 倉吉市駄経寺町187-1
（倉吉交流プラザ2階） 0858-22-3000

西部消費生活相談室 米子市末広町294
（米子コンベンションセンター4階） 0859-34-2648

※県外での相談窓口は、各都道府県労働局のホームページから情報を入手してみてください。
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希望退職を決意

6月の給料から
住民税の控除P29～P30

P35～P40

P27～P28

P41

P20

失業給付の受給資格取得

育児休業の取得（1年間）

失業給付をもらいながら、
職業訓練を受け、スキル
アップして早期に転職だ！

会
社
の
経
営
が

難
し
そ
う
だ
な
ぁ…

採
用
通
知

採
用
試
験
・
面
接

求
人
に
応
募

労働契約の成立

働き始めたときにcheck □
□ 労働条件通知書を書面でもらう …… p7
□ 契約内容を確認 ……………………… p8
□ 就業規則を確認………………………p11
□ 健康保険証を受け取る（要件あり）…p14
□ 雇用保険被保険者証を保管する
　（会社が保管する場合もある）……… p14

辞めるとき・辞めさせられるときにcheck□
□ 辞める時はルールに沿った退職をする … p36
□ 「解雇だ」と言われたら、その理由を
　 書面で確認………………………………… p38
□ 離職票を受け取ったら、離職理由を確認…p41

45

Ⅴ チェックしてみよう！



希望退職を決意

6月の給料から
住民税の控除P29～P30

P35～P40

P27～P28

P41

P20

失業給付の受給資格取得

育児休業の取得（1年間）

失業給付をもらいながら、
職業訓練を受け、スキル
アップして早期に転職だ！

会
社
の
経
営
が

難
し
そ
う
だ
な
ぁ…

働いているときにcheck□
□ 給料明細書を確認 …………………… p19
□ 労働時間を自分でも把握 …………… p21
□ 年次有給休暇の日数を確認 ………… p27
□ 労働組合があれば困ったとき相談……p31
□ セクハラ等の相談窓口があるか確認…p33

46

労働契約成立から退職・再就職までの流れ（参考例）
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社会人のマナー

1、 遅刻、休む時には

　出来るだけ早く連絡する。

　就業規則に規定があるので確認

してみよう。

２、 休日の遊びすぎ、飲みすぎに注意 !

　寝不足な状態で出勤すると、仕事の能率が低下したり、

ミスや事故につながる可能性大 !

仕事の能率低下
ミスや事故に
つながる 昨日は遊びすぎたなぁ～
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３、 公私混同をしない

　備品を持ち帰ったり、経費で落

ちるからといって私的に使って

はいけない。

４、 仕事中の携帯電話やパソコンの使用

　仕事中に頻
ひ ん ぱ ん

繁に携帯メールを見たり、

私的な電話をしない。パソコンも必要

以上にアクセスしない。

５、 情報の漏
ろう

えい、会社の信用喪
そうしつ

失

■机の上に書類を置きっぱなしにしない。

■社外では、勤務先や取引先の具体的な名前を入れて話さない。

■携帯電話だと、普通に外でも仕事の話しをするので重要な内容が

漏
も

れることもある。また、会社の重要なことを携帯電話のメール

や留守電に残さないこと。

■パソコンの持ち歩きには十分注意する。（置き忘れやメールを盗

　み見られる。）

■会社でのふざけた写真や動画を、インターネットのサイトに掲載

　しない。

☆自分の軽はずみな行動が、会社に多大な損害を与

えることがあります。場合によっては、懲
ち ょ う か い し ょ ぶ ん

戒処分

や損
そ ん が い ば い し ょ う

害賠償請求をされることもあるので気をつけ

ましょう！

Ⅴ 

チ
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若者をねらう消費者トラブル
　近年、SNS( ソーシャル・ネットワーク・サービス )やスマートフォンなど、
インターネットの利用をきっかけとした消費者トラブルも増加しています。被
害にあわないように、かしこい消費者になろう !

◆アポイントメントセールス◆
　「特別モニターに選ばれた」などと販売目的を明ら
かにしないで、または「有利な条件で取引できる」と
言って、電話や郵便で喫茶店や事務所へ呼び出し、契
約しないと帰れない状況にするなどして、商品やサー
ビスを契約させる。

◆キャッチセールス◆
　駅や繁

は ん か が い

華街の路上で「無料
サービス」「無料体験」「アンケー
ト調査」などと称して呼び止め
て、喫茶店や営業所へ連れて行
き、しつこく勧誘し、帰れない
状況や不安をあおるなどして、
商品やサービスを契約させる。

◆マルチ商法◆
　学校の友人やSNS等で知り合った友人から、「いい仕事がある」「もうかる」
などと誘われて入会させられた人が、さらに別の会員を勧誘するという連鎖に
よって組織を拡大して行う商品・サービスの取引。新規会員の支払う会員料や
商品代金等によって、自分の利益が得られる
と勧誘される。『ネットワークビジネス』な
どと説明する場合もある。実際は勧誘時の話
と違い、商品は売れず、会員を勧誘できず、
損をすることが多い。

高
額
な
化
粧
品
を

　

 

買
っ
ち
ゃ
っ
た
。

ど
う
し
よ
う
・・・
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消費者トラブルに巻き込まれないための
　　　　　心がけとその対応

◆架
か く う

空請求・不当請求◆
　パソコンや携帯電話のアダルトサイトなどで、利
用料金や利用規約を確認せず、消費者がクリックす
ると「契約完了」「料金請求」などと表示し、高額
な料金を請求するという商法。

◆デート商法◆
　出会い系サイトや故意の間違い電話・メールで販売目的を隠して近づき、勧
誘時に言葉巧みな話術で好意を抱かせ、それに付け込んで商品等を販売する商
法。異性の感情を利用して断りにくい状況で勧誘し、契約を迫る。契約後、行
方をくらますケースが多い。

◆ネットオークション詐欺◆
　オークションの形態をとった詐

さ ぎ

欺行為である。金銭
を受け取りながら物品を渡さなかったり、オークショ
ンに出品した物とは別の物を渡す、あるいは金銭を払
うつもりも無いのに落札して物品をだまし取るなどの
行為が挙げられる。

① すぐに契約しない
② あいまいな返事をしない
③ 個人情報を安易に提供しない
④ 架空請求がきても冷静に対応する
⑤ 被害にあったら、早めに相談しよう

【相談窓口】消費生活センター、ライフサポートセンターとっとり p43、44参照

Ⅴ 

チ
ェ
ッ
ク
し
て
み
よ
う
！
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労働条件通知書（モデル様式）― 記入例 ―

 2013年４月１日　
　　　皆　くる　　殿

事業場名称・所在地　○○株式会社
　　　　　　　　　　鳥取市□□
使 用 者 職 氏 名　代表取締役　○○　○○

契 約 期 間 期間の定めなし、期間の定めあり (　 年　 月　 日～　 年　 月　 日 )
※以下は、「契約期間」について「期間の定めあり」とした場合に記入
１　契約の更新の有無
［自動的に更新する・更新する場合があり得る・契約の更新はしない・その他 (　　)］
２　契約の更新は次により判断する。
　　  ・契約期間満了時の業務量   ・勤務成績、態度    ・能力
　　  ・会社の経営状況 ・従事している業務の進捗状況
　　  ・その他 (                             　　　　　　　　　　 )

就 業 の 場 所 本社事務所

従 事 す べ き
業 務 の 内 容 経理事務

始業、終業の
時刻、休憩時
間、就業時転
換（（1）～（5）
のうち該当す
るもの一つに
○を付けるこ
と。）、所定時
間外労働の有
無に関する事
項

１　始業・終業の時刻等
　(1) 始業（　　８　時　３０　分）　終業（　１７　時　３０分）
　【以下のような制度が労働者に適用される場合】
　(2) 変形労働時間制等；（　　）単位の変形労働時間制・交替制として、
　　次の勤務時間の組み合わせによる。
   　始業（　時　分） 終業（　時　分） （適用日　　　　　）
   　始業（　時　分） 終業（　時　分） （適用日　　　　　）
   　始業（　時　分） 終業（　時　分） （適用日　　　　　）
  (3) フレックスタイム制；始業及び終業の時刻は労働者の決定に委ねる。
　　　（ただし、フレキシブルタイム（始業）　時　分から  時　分、
　　　　　　　　　　　　　　　　　（終業）　時　分から　 時　分、
　　　　　　　　　  　         ｺｱﾀｲﾑ        　時　分から　 時　分）
　(4) 事業場外みなし労働時間制；始業（　時　分）終業（　時　分）
　(5) 裁量労働制；始業（　時　分） 終業（　時　分）を基本とし、労働者
　　の決定に委ねる。
○詳細は、就業規則第○条～第○条、第　条～第　条、第　条～第　条
２　休憩時間（６０）分
３　所定時間外労働の有無（　有　，　無　）

休　　　 日 ・定例日；毎週 土、日 曜日、国民の祝日、その他（ 12/28～1/3、8/11～15 ）
・非定例日；週・月当たり　　日、その他（　　　　　　　　　　）
・１年単位の変形労働時間制の場合－年間　　日
○詳細は、就業規則第○条～第○条、第　条～第　条

休　　　 暇 １　年次有給休暇　６か月継続勤務した場合→　　１０　日
　　　　　　　　　継続勤務６か月以内の年次有給休暇　（有・無）
　　　　　　　　　→　か月経過で　　日
　　　　　　　　　時間単位年休（有・無）
２　代替休暇（有・無）
３　その他の休暇　有給（ 慶弔休暇　　　　　）無給（　　　　　　　　　）
○詳細は、就業規則第○条～第○条、第　条～第　条

試用期間を設ける場
合には、その旨を明
示しましょう。

交代制や変則的な場
合でも、原則的な時
間を明記しましょう。

「会社カレンダーに
よる」場合も多い

常用雇用型
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賃    金 1　基本賃金　 イ　月給（　14万　円）、ロ 日給（　　　円）
　　　　　　　ハ　時間給（　　　円）、
　　　　　　　ニ　出来高給（基本単価　　　円、保障給　　　円）
　　　　　　　ホ　その他（　　　円）
　　　　　　　ヘ　就業規則に規定されている賃金等級等

2　諸手当の額又は計算方法
　　イ（通勤手当４，１００円 /計算方法：通勤定期代の実費）
　　ロ（皆勤手当３，０００円 /計算方法：就業規則の定めるところによる）
　　ハ（　　　手当　　　円 /計算方法： 　　　　　　　　）
　　ニ（　　　手当　　　円 /計算方法： 　　　　　　　　）
3　所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率
　　イ 所定時間外、法定超 月60時間以内（  ２５  ）%
　　　　　　　　　　　　  月60時間超　（  ）%
　　　　　　　　　 所定超　　　  　　  （   ）%
　　ロ 休日 法定休日（  ３５  ）%、法定外休日（　　　）%
　　ハ 深夜（  ２５ ）%
4　賃金締切日（　　　）ー毎月２０日、（　　　）ー毎月　日
5　賃金支払日（　　　）ー毎月２５日、（　　　）ー毎月　日
6　賃金の支払方法（　　　　　　　）

　7　労使協定に基づく賃金支払時の控除（無 ,有（　　　））
　8　昇　給（ 有（時期、金額等　毎年４月、業績等を考慮して決定）, 無）
　　9　賞　与（ 有（時期、金額等　業績等を考慮して年２回(7月･12月)）,無）
　10 退職金（ 有（時期、金額等　就業規則の定めるところによる）,無）

退職に関する
事項

1　定年制 ( 有 (６０歳) , 無 )
2　継続雇用制度( 有(６５歳まで) , 無 )
3　自己都合退職の手続(退職する１４日以上前に届け出ること)
4　解雇の事由及び手続
　　　　　　就業規則による

○詳細は、就業規則第　条～第　条、第　条～第　条

そ  の  他 ・社会保険の加入状況(  厚生年金  健康保険  厚生年金基金  その他(    ))
・雇用保険の適用( 有 , 無 )
・その他

※以下は、「契約期間」について「期間の定めあり」とした場合につい
　ての説明です。

　労働契約法第18条の規定により、有期労働契約(平成25年4月1日以降
に開始するもの)の契約期間が通算5年を超える場合には、労働契約の期
間の末日までに労働者から申込みをすることにより、当該労働契約の期
間の末日の翌日から期間の定めのない労働契約に転換されます。

※ 以上のほかは、当社就業規則による。
※ 労働条件通知書については、労使間の紛争の未然防止のため、保存しておくことをお勧めします。

制度があれば明
記しましょう。

退職に関する事
項は、採用時に
はっきりと明示
しましょう。

福利厚生なども
明示しましょう。

Ⅴ 
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労働条件通知書（モデル様式）― 記入例 ―

 2013年４月１日　
　　　皆　くる　　殿

事業場名称・所在地　○○株式会社
　　　　　　　　　　鳥取市□□
使 用 者 職 氏 名　代表取締役　○○　○○

契 約 期 間 期間の定めなし、期間の定めあり（※）（2013 年 4 月 1 日～ 2014 年 3 月 31 日）
※以下は、「契約期間」について「期間の定めあり」とした場合に記入
1 契約の更新の有無
［自動的に更新する・更新する場合があり得る・契約の更新はしない・その他 (　　)］
２　契約の更新は次により判断する。
　　  ・契約期間満了時の業務量   ・勤務成績、態度    ・能力
　　  ・会社の経営状況 ・従事している業務の進捗状況
　　  ・その他 (                             　　　　　　　　　　 ) 

就 業 の 場 所 本社事務所

従 事 す べ き
業 務 の 内 容 一般事務補助

始業、終業の
時刻、休憩時
間、就業時転
換（（1）～（5）
のうち該当す
るもの一つに
○を付けるこ
と。）、所定時
間外労働の有
無に関する事
項

１　始業・終業の時刻等
　(1) 始業（　　９　時　００　分）　終業（　１６　時　００分）
　【以下のような制度が労働者に適用される場合】
　(2) 変形労働時間制等；（　　）単位の変形労働時間制・交替制として、
　　次の勤務時間の組み合わせによる。
   　始業（　時　分） 終業（　時　分） （適用日　　　　　）
   　始業（　時　分） 終業（　時　分） （適用日　　　　　）
   　始業（　時　分） 終業（　時　分） （適用日　　　　　）
  (3) フレックスタイム制；始業及び終業の時刻は労働者の決定に委ねる。
　　　（ただし、フレキシブルタイム（始業）　時　分から  時　分、
　　　　　　　　　　　　　　　　　（終業）　時　分から　 時　分、
　　　　　　　　　  　         ｺｱﾀｲﾑ        　時　分から　 時　分）
　(4) 事業場外みなし労働時間制；始業（　時　分）終業（　時　分）
　(5) 裁量労働制；始業（　時　分） 終業（　時　分）を基本とし、労働者
　　の決定に委ねる。
○詳細は、就業規則第○条～第○条、第　条～第　条、第　条～第　条
２　休憩時間（６０）分
３　所定時間外労働の有無（　有　，　無　）

休　　　 日 ・定例日；毎週 土、日 曜日、国民の祝日、その他（ 12/28～1/3、8/11～15 ）
・非定例日；週・月当たり　　日、その他（　　　　　　　　　　）
・１年単位の変形労働時間制の場合－年間　　日
　（勤務日）　毎週（　４日　）
○詳細は、就業規則第○条～第○条、第　条～第　条

休　　　 暇 １　年次有給休暇　６か月継続勤務した場合→　　７　日
　　　　　　　　　継続勤務６か月以内の年次有給休暇　（有・無）
　　　　　　　　　→　か月経過で　　日
　　　　　　　　　時間単位年休（有・無）
２　代替休暇（有・無）
３　その他の休暇　有給（ 慶弔休暇　　　　　）無給（　　　　　　　　）
○詳細は、就業規則第○条～第○条、第　条～第　条

有期雇用型・パート

期間の定めがある場合は、
更新の有無、判断基準を
※印に明記しましょう。

交代制や変則的な場
合でも、原則的な時
間を明記しましょう。

「会社カレンダーに
よる」場合も多い
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賃    金 1　基本賃金　 イ　月給（　　　　円）、ロ 日給（　　　円）
　　　　　　　ハ　時間給（８００円）、
　　　　　　　ニ　出来高給（基本単価　　　円、保障給　　　円）
　　　　　　　ホ　その他（　　　円）
　　　　　　　ヘ　就業規則に規定されている賃金等級等

2　諸手当の額又は計算方法
　　イ（通勤手当２，５００円 /計算方法：パートタイマー就業規則による）
　　ロ（　　手当　　　　　円 /計算方法：　　　　　　　　　　　　　　）
　　ハ（　　　手当　　　円 /計算方法： 　　　　　　　　）
　　ニ（　　　手当　　　円 /計算方法： 　　　　　　　　）
3　所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率
　　イ 所定時間外、法定超 月60時間以内（  ２５  ）%
　　　　　　　　　　　　  月60時間超　（  ）%
　　　　　　　　　 所定超　　　  　　  （   ）%
　　ロ 休日 法定休日（  ３５  ）%、法定外休日（　　　）%
　　ハ 深夜（  ２５ ）%
4　賃金締切日（　　　）ー毎月２０日、（　　　）ー毎月　日
5　賃金支払日（　　　）ー毎月２５日、（　　　）ー毎月　日
6　賃金の支払方法（　　　　　　　）

　7　労使協定に基づく賃金支払時の控除（無 ,有（　　　））
　8　昇　給（ 有（時期、金額等　　　　　　　　　　　　　　  ）, 無）
　　9　賞　与（ 有（時期、金額等　　　　　　　　　　　　　　　）,無）
　10 退職金（ 有（時期、金額等　　　　　　　　　　　　　　　）,無）

退職に関する
事項

1　定年制 ( 有 (６５歳) , 無 )
2　継続雇用制度( 有(　　歳まで) , 無 )
3　自己都合退職の手続(退職する１４日以上前に届け出ること)
4　解雇の事由及び手続
　　　　　　パートタイマー就業規則による

○詳細は、就業規則第　条～第　条、第　条～第　条

そ  の  他 ・社会保険の加入状況(  厚生年金  健康保険  厚生年金基金  その他(    ))
・雇用保険の適用( 有 , 無 )
・その他

※以下は、「契約期間」について「期間の定めあり」とした場合につい
　ての説明です。

　労働契約法第18条の規定により、有期労働契約(平成25年4月1日以降
に開始するもの)の契約期間が通算5年を超える場合には、労働契約の期
間の末日までに労働者から申込みをすることにより、当該労働契約の期
間の末日の翌日から期間の定めのない労働契約に転換されます。

※ 以上のほかは、当社就業規則による。
※ 労働条件通知書については、労使間の紛争の未然防止のため、保存しておくことをお勧めします。
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パート労働者に
は必ず明記しま
しょう。

制度があれば明
記しましょう。

退職に関する事
項は、採用時に
はっきりと明示
しましょう。

福利厚生なども
明示しましょう。
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Ⅵ 用語集

【 あ 】
アポイントメントセールス………悪徳商法の一つ。販売目的を明らかにしないで、喫茶

店や事務所へ呼び出し、半ば強引に商品やサービスを契約させること。
P49

アルバイト……臨時的に雇用され、通常の労働者よりも労働時間が短い、あるいは労働
日数が少ない労働者のこと。P5,6

育児休業………出産後、1歳に満たない子を養育するために一定期間休業できる制度。
P30

育児休業給付金………育児休業期間中の生活保障として給付される雇用保険の給付の一
つ。P30

育児時間………子どもが 1歳になるまでは、働く時間のうちで、育児のために使用で
きる時間。P29

違約金…………契約で定めた義務を履行できなくなったり、履行が遅れたりした場合に、
相手方に支払うことをあらかじめ約束した金額をいう。労働契約におい
て違約金を定める契約は、労働基準法で禁止されている。P8

請負契約………業務の完成をもって報酬を得る契約。P5

【 か 】
解　雇…………会社から一方的に労働契約を終了させること。P35,37,38

介護休業………要介護状態にある家族を介護するために一定期間休業できる制度。P30

介護休業給付金………要介護状態にある家族を介護するために一定期間休業できる制
度。P30

解雇予告手当………使用者が労働者を解雇する場合、少なくとも 30日以上前に予告し
なければならない。30日に満たない場合に支払う手当のこと。P38

解雇理由証明書………解雇を通告された場合、労働者はその理由を使用者に請求するこ
とができる。解雇の理由が書かれた書面のこと。P38

架空請求………架空の費目で請求を行い、金品をだまし取ること。請求書を送りつけて、
現金を指定した口座に振り込ませるなどの手口があり、請求方法は、封
書・電子メール・電報などさまざま。P50

確定申告………納税者が自分で、その年に生じた所得とそれに対する所得税額を計算し
て確定し、納税すべき税額を税務署に申告する手続きのこと。P40

期間満了………定められた期間が到来したこと。契約期間満了や定年など。P35

キャッチセールス………悪徳商法の一つ。販売目的を明らかにしないで、喫茶店や事務
所へ呼び出し、半ば強引に商品やサービスを契約させること。P49

休業手当………所定労働日に会社の都合で労働者を休まれた場合、会社は労働者に６割
以上の手当てを支給しなければならない。P26

休憩時間………単に作業に従事しない手待ち時間を含まず、労働者が心身の疲労を回復
するための時間。P25

給付制限………手当の給付を制限されること。雇用保険では、自分の都合で退職した場
合などに、失業給付の支給が一時的に制限される。P41

共済年金………国家公務員、地方公務員、私立学校教職員が加入する年金の保険。P15

業務委託契約………ある一定の業務の遂行を第三者に頼んで代わりにしてもらう契約の
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こと。P5

契約社員………会社などに一定期間だけ採用される労働者のこと（有期労働契約）。
P5,6

健康保険………社会保険の1つで、業務外での一般生活における病気やけが等に対して、
給付される。P6,13,14

健康保険証……健康保険の被保険者に加入した証。被保険者や扶養家族が健康保険の給
付を受けることができる。会社を退職したら返還しなければならない。
P14,40

源泉徴収………給与所得・退職所得など、報酬の支払いの際に、支払者が所定の所得税
を天引き徴収し、国に納付する制度。控除された額はあくまでも見込み
額であり、その年の賃金総額が確定する 12月に精算される。P20,40

合意退職………労働者と使用者の合意に基づく退職。お互いが合意すれば即日退職も可
能。P35

控　除…………ある金額から一定の金額を差し引くこと。P20

厚生年金保険…社会保険の 1つで、労働者の老後の生活保障や障害を受けた場合等の
生活の安定を図るための制度。P6,13,14

国民健康保険…医療保険制度の１つで、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して、
医療給付又は医療費等の支給をする社会保険のこと。主に自営業の方や
社会保険に入れない方が対象。P40

国民年金………日本国内に住んでいるすべての 20歳以上 60歳未満の人が加入する年
金保険。P15,40

個人事業主……法人を設立せずに自ら事業を行っている個人。自営業者。請負契約、業
務委託契約の場合は労働者ではなく独立した個人事業主になる。P5

子の看護休暇………就学前の子どもが病気やけがで看護が必要な場合に取得できる休
暇。P30

雇用均等室……男女雇用機会均等法、育児介護休業法、パートタイム労働法などの労働
に関する法律を取り扱う公的機関。P29,33,43

雇用契約書……労働契約をするときのかわす書類。労働条件通知書、雇入通知書、労働
契約書ともいう。P8,9,51 ～ 54

雇用保険………仕事を辞めた場合（辞めさせられた場合）の生活保障のための保険。他
にも育児休業中の生活保障や60歳を過ぎた場合の雇用継続時の保障（給
付）などもある。P6,13,14,41

雇用保険被保険者証………雇用保険に加入したことを証明する書類。取得番号は退職
後、次の転職先でも同じ番号を使用するので、大切に保管しておくこと。
P14,40

【 さ 】
サービス残業…時間外に働いても、その分の賃金が支払われないこと。P22

最低賃金………賃金の最低限度を定めるもの。時間単位で定められており、都道府県毎
に金額が異なる。P18

36 条協定（サブロク協定）………労働者に、法定時間を超えて労働をさせることの出
来る労使による協定。P22

産前産後休業…出産前後の休暇のこと。産前６週間（多胎妊娠は 14週間）は請求によ
る取得、産後８週間は経過しないと就業させられない期間のこと。P29
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時間外手当……法定労働時間を超えて労働した時間に支払われる割増賃金のこと。残業
手当とも言う。P23

時間外労働……法定労働時間を超えて労働すること。残業とも言う。P22,23

自己都合退職…自分の都合により退職したこと。P35,36

失業給付………会社を離職後、労働の意思及び能力を持っている人が職業に就けない場
合、被保険者期間等の要件により支給される給付金のこと。P41,42

社会保険………通常は健康保険と厚生年金保険のことをあわせていう。広い意味では「労
働保険」と「社会保険」を合わせたものをいう。P6,13,14

就業規則………会社で働く時のルールを定めたもの。常時 10人以上の労働者を使用し
ている事業場では作成義務があり、労働基準監督署に届け出ることが必
要。P11,12

住民税…………都道府県民税と市町村民税の総称。在職中は毎月の給与から控除される
ところもある。前年の所得に対して翌年徴収される。P20

出産育児一時金………出産した時に支給される健康保険の給付の一つ。まとまった支出
となる出産費用の一部を助成してくれる制度。被扶養者が出産した場合
は家族出産育児一時金が支給される。P29

出産手当金……法律で定められた産前産後休業の間、報酬が得られない場合に支給され
る手当。P29

試用期間………労働者の能力や適性を見極めるために会社が試しに雇入れる期間のこ
と。P38

使用者…………事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項につ
いて、事業主のために行為をするすべての者をいう。（労基法第 10条）
P7

消費生活センター………全国に設置されており、商品やサービスなど消費生活全般に関
する苦情や問合せなど、消費者からの相談を専門の相談員が受付け、公
正な立場で処理にあたっている機関。悪徳商法などの被害にあったら相
談すること。P44,50

傷病手当金……私傷病により、就労が不可能で報酬が得られない場合に給付される健康
保険の給付の１つ。P29

情報漏えい……内部の機密情報などが外部に漏れてしまうこと。P48

賞　与…………毎月の賃金とは別に、夏や年末などに特別に支払われる賃金のこと。
「ボーナス」や「一時金」ともいう。P17

所得税…………毎年１月１日から 12月 31 日までの１年間に生じた所得を対象に課税
される。P19,20

嘱託社員………正社員とは異なる契約によって勤務する準社員の一種。一般的に定年後
も引き続いて会社に所属する人のことを指す場合が多い。P5

深夜時間………通常は午後 10時～午前５時までの時間帯をいう。（例外的に一部地域
や期間では午後 11時～午前６時の場合もある）P23,24

成功曲線………経営コンサルタント石原明さんの著書『成功曲線を描こう』にある曲線。
始めはなかなか成果が上がらないが、あるときから急に成果が上がり始
める曲線のこと。P10

整理解雇………経営上の理由により労働者を人員整理し、解雇すること。P35,37

生理休暇………生理日の就業が著しく困難な状態にある女性が休める休暇のこと、休暇
の請求があった場合は使用者は就業させることができない。休暇日の賃
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金は有給か無給かは会社が定める。P29

セクシュアルハラスメント………セクハラともいい、人が嫌がる性的な性質の言動や行
為により、職場環境を悪化させること。P33

損害賠償………他人に損害を与えた者が、被害者に対しその損害を填補（てんぽ）し、
損害がなかったのと同じ状態にすることをいう。P19,48

【 た 】
代　休…………休日労働や長時間労働を行った場合、その代償として休日を与えること。

「振替休日」とは違う。P26

退　職…………自分の意思または会社都合により離職すること。P35,36

退職勧奨（退職強要）………使用者が労働者に退職を勧めるものであり、応じるかどう
かは労働者の自由判断。退職を勧める行為が受ける者の自由な意思決定
を妨げ、無理やり勧奨を繰り返すと強要になる。P35,38

退職金…………退職する際に、雇い主などから退職者に支給される金銭。多くは一時金
であるが、年金形式のときもある。退職手当。P17

退職証明書……労働者が退職したことを証明する書類。退職後に次の保険に加入する時
に必要なこともある。P40

団体交渉………労働条件（賃金・労働時間など）や労使間のルール（団交ルール等）に
関する労使間交渉。P32

懲戒解雇………労働者の重大な規則違反に対して使用者が労働者を制裁する目的で行う
解雇。P35

懲戒処分………労働者が企業秩序・服務規律に違反したことで課せられる制裁のこと。
就業規則への規定が必要。P48

賃　金…………労働したことに対して、会社から労働者に支払われるお金のこと。P17

～ 20

通勤災害………通勤途中での事故による負傷やそれに起因する疾病、その他通勤に起因
することの明らかな疾病をいう。（通勤でも業務の性質を有するものは
除く。）P13,14

定　年…………ある一定の年齢に達したら仕事を退職する場合のその年齢のこと。また
そうした仕組みによって退職すること。P35

デート商法……悪徳商法の一つ。出会い系サイトや故意の間違い電話・メールを装って
近づき、言葉巧みな話術で好意を抱かせ、それに付け込んで商品等を販
売する商法。契約後、行方をくらますケースが多い。P50

【 な 】
ネットオークション詐欺………オークションの形態をとった詐欺行為。金銭を受け取り

ながら物品を渡さなかったり、オークションに出品した物とは別の物を
渡す、あるいは金銭を払うつもりもないのに落札して、物品をだまし取
るなどの行為。P50

年金事務所……旧社会保険庁にかわり 2010 年（平成 22年）1月に日本年金機構が発
足した。これにより年金事務所が旧社会保険事務所の行っていた主に年
金や健康保険に関する業務を行う。P13､14,44

年金手帳………公的年金の加入者に交付される手帳。基礎年金番号や年金に初めて加入
した年月日などが記載されており、国民年金から厚生年金に、あるいは
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その逆に切り替える場合や、年金の請求手続きなどに使用する。P14,40

年次有給休暇…労働者の心身のリフレッシュを目的とした休暇のこと。所定労働日に会
社を休んでも、賃金がもらえる。年休や有休ともいう。P27,28

年末調整………サラリーマンや公務員などの給与所得者に対して事業所等が支払った 1
年間（1月～ 12 月）の給与・賃金及び源泉徴収した所得税について、
12月の最終支払日に再計算し、所得税の過不足を調整すること。P20

【 は 】
パート…………パートタイム労働者の略。所定労働時間が同一の事業所に雇用される通

常の労働者の所定労働時間に比べ短い労働者をいう。P5,6

派　遣…………派遣元事業主と雇用関係を結び、派遣先の事業主の指揮命令のもとで働
く働き方のこと。P5,6

ハローワーク…公共職業安定所の通称。求職、求人の申込みや職業紹介や相談、職業訓
練の紹介、雇用保険の各種支給を行っている。P14,40,41,44

パワーハラスメント………パワハラともいい、同じ職場で働く者に対して、職務上の地
位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超え
て、精神的・身体的苦痛を与え、職場環境を悪化させること。P34

被保険者………公保険や私保険による補償やサービスを受ける人。P14,15,29,30,41

服務規律………社員として守るべき会社の規律。就業規則の中に明記されている。
普通解雇………労働契約を継続していくことに困難な事情があり、やむを得ず行う解雇。

P35,37,38

不当請求………サービスの利用料金の請求などで、事前に合意した契約内容とは異なる
内容の請求を一方的に行うことである。P50

不当労働行為…使用者が労働組合や組合員に対して、労働組合法に違反する行為をする
こと。P32

扶養家族………生活の面倒をみなければならない家族。自分の収入で養わなければなら
ない家族。P13

振替休日………予め定められた休日を変更し、別の日に休日を与えること。就業規則に
振替休日を行うことを規定し、４週４日の休日を確保したうえで、遅く
とも前日までに労働者に予告する。「代休」とは違う。P26

ふるさと鳥取県定住機構………鳥取県への移住・定住・Ｉ JUターンの就職活動の支援
や、とっとり企業ガイドブックを作成して企業情報の提供などを行う機
関。鳥取県の求人情報の配信（メルマガ登録）や、専門スタッフによる
就職支援（求職登録）ができる『とっとり仕事・定住人材バンクシステ
ム』のインターネットサイトも運営している。P44

法定外労働……法律で決められた労働時間（法定労働時間）より延長して働くこと。
P24

法定休日………毎週少なくとも１日、４週間を通じて４日以上の休みを与えるよう法律
で定めた休日のこと。P24

法定控除………法律で、給料から一定額を差し引くことを認められた額のことで、社会
保険料や所得税 , 住民税など。法定外控除は労使の合意によって、給料
から一定額を差し引くことを認められた額。（組合費、互助会費など）
P19､20

法定労働時間…１日につき８時間、１週 40時間（44 時間の事業所有り）の労働時間
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のこと。P21,22,24

【 ま 】
マルチ商法……悪徳商法の一つ。友人の紹介などで会員を勧誘し、組織を拡大して行う

商品・サービスの取引。商品は売れず、会員を勧誘することができず、
損をすることが多い。P49

みなくる………鳥取県中小企業労働相談所の愛称。労働相談、キャリア相談、内職情報
提供等を行っている。P43

無期労働契約…期間の定めのない労働契約のこと。正社員や常用パートなど。P9

【 や 】
雇入通知書……労働条件通知書や雇用契約書、労働契約書ともいう。会社と労働者との

間で決められた働く条件を書面にしたもの。P8,9,51 ～ 54

雇止め…………期間の定めのある雇用契約において、これまで何度も契約更新を繰り返
していた労働者に対して、雇用期間が満了したことにより契約を更新せ
ずに、労働者を辞めさせること。P35,39

有給休暇………労働義務のある日に休んでも給料が支払われる休暇のこと。P27,28

有期労働契約…期間の定めがある労働契約。契約社員、派遣社員、パート、アルバイト、
嘱託社員。非常勤社員など。P5,8,36,39,53,54

【 ら 】
ライフサポートセンターとっとり………安心して暮らせる社会作りを目指すため、働く

仲間を中心としたサポート体制を築き、退職者や高齢者、勤労者を対象
とした相談活動の拠点。（一財）鳥取県労働者福祉協議会が 2007 年 10
月に設置。P44

離　職…………現在の会社や仕事から離れること。退職、失業をいう。P42

離職票…………雇用保険の失業給付を受ける時に必要な書類。P40,41

労災保険………業務上での災害に対して治療費や賃金補償などを給付する保険。P13,14

労使協定………会社と労働者の過半数代表者（労働組合）との間で結ぶ協定のこと。協
定内容によっては労働基準監督署への届出が必要。P22

労使ネットとっとり………鳥取県労働委員会個別労使紛争解決支援センターの愛称。労
働者と使用者との間に発生した個別の労使紛争に対し、話合いで紛争解
決を図る機関。P43

労働基準監督署………労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法など労働に関する法律
を取り締まる公的機関。法違反の行為に対し指導等を行う。その他労災
保険の給付の業務を行っている。P14,23,38,39,43

労働基準法……憲法 27条第２項の規定を受けて、労働者が人として価値ある生活を営
むために、最低の労働条件を保障することを明らかにした法律のこと。
P7

労働組合………労働者が主体になって、労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を
図ることを目的として組織する団体。ユニオンともいう。P31,32

労働契約………労働者と使用者間の労務上の約束事。労使の自主的な交渉のもと、合意
により労働条件を決定する。P7,8

労働契約法……雇用にあたり労働者と使用者の間で締結される労働契約の基本的事項を

Ⅵ 

用
語
集



61

定めた法律。2007 年（平成 19）11 月に成立し、2008 年 3 月 1日か
ら施行された。P9

労働災害………職場で仕事中に受けたケガや病気、死亡事故などをいう。P13,14

労働時間………使用者の指揮命令のもとで働く時間のことで、休憩時間を除いた始業時
から終業時までの時間のこと。P21～ 24

労働者派遣契約………派遣元と派遣先との契約。P5

労働条件………仕事の内容や賃金、勤務する日などについて、会社と労働者との間で決
められた働く条件。P8、51～ 54

労働条件通知書………雇用契約書や雇入通知書ともいう。会社と労働者との間で決めら
れた働く条件を書面にしたもの。P8、9、51～ 54

労働法…………働く人を守るための法律をまとめた総称。P4

労働保険………労災保険と雇用保険をあわせて「労働保険」という。P6

【 わ 】
若者仕事ぷらざ………概ね 40歳までの若年就業希望者に対し職業紹介、相談を行って

いる公的機関。ヤングハローワークともいう。P44

割増賃金………法定時間外労働、又は法定休日に労働者を勤務させた場合、通常の賃金
に法律で定められた割増率をかけた賃金のこと。P23,24

【アルファベット】
ＳＮＳ…………ソーシャル・ネットワーキング・サービスの略。ネットワークを使って、

特定の関心をもつ人同士が出会うチャンスをつくり、情報交換ができる
ようにするサービスの総称。P49
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